






























































































































































































規　程

● 国立大学法人東京外国語大学学則
●  東京外国語大学国際社会学部に開設する授業科目及び単位数に関する規程
●  東京外国語大学国際社会学部に開設する授業科目の履修方法、卒業所要単位数

等に関する規程
●  国立大学法人東京外国語大学において授与資格を得させることができる教員の

免許状の種類等に関する規程



昭和52年４月１日
制定

（改正年月日：省略）

　東京外国語大学学則の全部を次のように改正する。
　　第１章　総則
　　　第１節　目的
　（目的）
第１条　東京外国語大学（以下「本学」という。）は、世界の言語

とそれを基底とする文化一般につき、理論と実際にわたり研究教
授し、国際的な活動をするために必要な高い　教養を与え、言語
を通して世界の諸地域に関する理解を深めることを目的とする。

　　　第２節　組織
　（役員）
第１条の２　国立大学法人東京外国語大学（以下「本法人」という。）

に、次の役員を置く。
　学長
　理事
　監事
２　役員に関する規則は、別に定める。
　（副学長及び学長補佐）
第１条の３　本法人に、学長を支える補佐として、副学長、学長補

佐をそれぞれ若干名置くことができる。
２　副学長、学長補佐に関する規則は、別に定める。
　（役員会）
第１条の４　本法人に、国立大学法人法（平成15年法律第112号）（以

下「法人法」という。）第11条第２項に規定する役員会を置く。
２　役員会に関する規則は、別に定める。
　（経営協議会）
第１条の５　本法人に、法人法第20条第１項に規定する経営協議会

を置く。
２　経営協議会に関する規則は、別に定める。
　（教育研究評議会）
第１条の６　本法人に、法人法第21条第１項に規定する教育研究評

議会を置く。
２　教育研究評議会に関する規則は、別に定める。
　（学長選考会議）
第１条の７　本法人に、法人法第12条第２項に規定する学長選考会

議を置く。
２　学長選考会議に関する規則は、別に定める。
第１条の８　削除
　（企画・執行等の組織）
第１条の９　本法人に、企画・立案、執行等を効率的に行う室その

他必要な組織を置くことができる。
　（学部）
第２条　本学に、言語文化学部及び国際社会学部（以下「学部」と

いう。）を置く。
２　この学則に定めるもののほか、学部に関する規則は、別に定め

る。
　（大学院）
第３条　本学に、大学院を置く。
２　大学院の組織並びに運営の細目については、別に定める。
　（附置研究所）
第４条　本学に、アジア・アフリカ言語文化研究所を附置する。
２　アジア・アフリカ言語文化研究所に関する規則は、別に定める。
３　アジア・アフリカ言語文化研究所に、附属情報資源利用研究セ

ンターを置く。
４　附属情報資源利用研究センターに関する規則は、別に定める。
　（留学生日本語教育センター）
第５条　本学に、留学生日本語教育センタ－を置く。
２　留学生日本語教育センタ－に関する規則は、別に定める。
　（基盤）
第６条　本学に、次の基盤を置く。
　（１）　高等教育支援基盤
　（２）　総合研究推進基盤
　（３）　学術情報基盤
　（４）　学生支援基盤
　（５）　社会・国際貢献基盤
２ 前項各号の基盤に関する規則は、別に定める。
　（附属図書館）
第６条の２　本学に、附属図書館を置く。
２　附属図書館に関する規則は、別に定める。
　（総合情報コラボレーションセンター）
第６条の３　本学に、総合情報コラボレーションセンターを置く。
２　総合情報コラボレーションセンターに関する規則は、別に定め

る。
　（保健管理センター）
第７条　本学に、保健管理センターを置く。
２　保健管理センターに関する規則は、別に定める。
　（事務局）
第８条　本学に、事務局を置く。
２　事務局に関する規則は、別に定める。
　（内部監査室）
第８条の２　本学に、内部監査室を置く。
２　内部監査室に関する規則は、別に定める。
　　　第３節　構成員
第９条　本学に、学長、副学長、教授、准教授、講師、助教、助手、

事務職員、技術職員及び技能職員を置く。
　（学部長）
第９条の２　学部に、それぞれ学部長を置く。
２　この学則に定めるもののほか、学部長に関する規則は、別に定
める。
　（研究科長及び研究院長）
第９条の３　大学院に研究科長及び研究院長を置く。
２　研究科長及び研究院長については、別に定める。
　（附置研究所長）
第９条の４　アジア・アフリカ言語文化研究所に、アジア・アフリ

カ言語文化研究所長を置き、当該研究所の教授をこれに充てる。
　（留学生日本語教育センター長）
第９条の５　留学生日本語教育センタ－に、留学生日本語教育セン

タ－長を置き、当該センターの教授をこれに充てる。
　（基盤長）
第９条の６　高等教育支援基盤、総合研究支援基盤、学術情報基盤、

学生支援基盤及び社会・国際貢献基盤に、基盤長を置き、教授を
これに充てる。

　（附属図書館長）
第９条の７　附属図書館に、附属図書館長を置き、教授をこれに充

てる。
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　（総合情報コラボレーションセンター長）
第９条の８　総合情報コラボレーションセンターに、総合情報コラ

ボレーションセンター長を置き、教授をこれに充てる。
　（保健管理センター所長）
第９条の９　保健管理センターに、保健管理センター所長を置き、

教授をこれに充てる。
　（事務局長）
第９条の10　事務局に、事務局長を置き、事務職員をこれに充てる。
　　　第４節　教授会
第10条　削除
　（教授会）
第11条　本学の学部、大学院総合国際学研究院、大学院国際日本学

研究院、大学院総合　国際学研究科、アジア・アフリカ言語文化
研究所及び留学生日本語教育センターに教授会を置く。

２　前項の教授会に関する規則は、別に定める。
　（運営委員会）
第11条の２　保健管理センターに、運営委員会を置く。
２　運営委員会に関する規則は、別に定める。
　　　第５節　建学記念日及び創立記念日
　（建学記念日及び創立記念日）
第12条　本学の建学記念日は、11月４日とし、創立記念日は、４月

22日とする。
　　第２章　学部
　　　第１節　目的及び学科並びに収容定員
　（目的）
第13条　言語文化学部は、世界諸地域の言語と文化に精通し、言語

や文化の壁を越えた　コミュニケーション能力とコーディネート
能力を備え、国内外において言語間・文化間の架け橋となり、新
たな価値観の創成に寄与する人材を育成することを目的とする。

２　国際社会学部は、世界諸地域の複雑な仕組みを把握し、分析す
るリサーチ能力と、グ　ローバルな視点から問題を解決する実践
的な能力を備え、国内外において、社会・政治・経済等の領域で
活躍できる人材を育成することを目的とする。

　（学科及び収容定員）
第13条の２　学部に置く学科及び収容定員は、次表のとおりとす

る。

　　　第２節　修業年限及び在学年限
　（修業年限）
第14条　学部の修業年限は、４年（第41条に規定する派遣留学の期

間を含む。）とする。ただし､ 次の各号に掲げる者の修業年限は､
当該各号に定める年限とする。

　（１）　第24条の規定により第２年次に編入学等を許可された者　
３年

　（２）　第20条第２項及び第24条の規定により第３年次に編入学等
を許可された者２年

２　第49条に規定する科目等履修生（大学の学生以外の者に限る。）
として本学において一定の単位（学校教育法第90条の規定により
入学資格を有した後、修得したものに限る。）を修得し、本学に
入学を許可された者で当該単位の修得により本学の教育課　程の
一部を履修したと認められるときは、２年を超えない期間を前項

本文に規定する修業年限に通算することができる。
　（在学年限）
第15条　学部に在学できる年限は、８年（第41条に規定する派遣留

学の期間を含む。）とする。
２　第２年次までの在学年限は、前項の規定にかかわらず、４年を

超えることはできない。
３　第24条及び第20条第２項の規定により編入学等を許可された者

は、前条第１号及び第２号に定める修業年限の２倍に相当する年
限を超えて在学することができない。

４　前条第２項により修業年限に通算する期間がある場合における
在学年限は、４年から当該期間を控除した年数の２倍に相当する
年数を超えることはできない。

　　　第３節　学年、学期及び休業日
　（学年）
第16条　学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。
　（学期）
第17条　学年を春学期、夏学期、秋学期及び冬学期に分ける。
２　前項の各学期の期間は、別に定める。
　（休業日）
第18条　授業の定期休業日は、次のとおりとする。
　（１）　土曜日及び日曜日
　（２）　国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定

する休日
　（３）　夏期休業日
　（４） 　冬期休業日
　（５）　春期休業日
２　学長は、必要があるときは、前項の休業日に授業を行い、又は

臨時の休業日を定める　ことができる。
３　第１項第３号から第５号の期間は、別に定める。
　　　第４節　入学
　（入学の時期）
第19条　入学の時期は、学年の始めとする。ただし、本学が教育上

有益と認めるときは、秋学期の始めとすることができる。
　（入学資格）
第20条　学部に入学することのできる者は、次の各号の一に該当す

る者とする。
　（１）　高等学校又は中等教育学校を卒業した者
　（２）　通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課

程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を
含む。）

　（３）　外国において学校教育における12年の課程を修了した者又
はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

　（４）　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するもの
として認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

　（５）　専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその
他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文
部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以
後に修了した者

　（６）　文部科学大臣の指定した者
　（７）　高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認

定試験に合格した者（旧規程による大学入学資格検定に合格
した者を含む。）

　（８）　本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒
業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達し
たもの

２　第13条の２の表に掲げる第３年次に編入学することのできる者

学　　部 学　　科 入学定員
第３年次

編入学定員
収容定員

言語文化学部 言語文化学科 370人 15人 1,510人

国際社会学部 国際社会学科 375人 15人 1,530人

合　　　計 745人 30人 3,040人



は、次の各号の一に該当する者とする。
　（１）　学士の学位を有する者
　（２）　大学において２年次以上在学した者
　（３）　短期大学、高等専門学校、国立工業教員養成所又は国立養

護教諭養成所を卒業した者
　（４）　専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその

他文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。）を修了
した者（学校教育法第90条第１項に規定する者に限る。）

　（５）　外国において、学校教育における14年以上の課程を修了し
た者

　（６）　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国にお
いて履修することにより当該外国の学校教育における14年以
上の課程を修了した者

　（７）　我が国において、外国の短期大学の課程（その修了者が当
該外国の学校教育における14年以上の課程を修了したとされ
る者に限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度
において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が
別に指定するものの当該課程を修了した者

　（８） 学校教育法施行規則附則第７条に定める従前の規定による
高等学校、専門学校又は教員養成諸学校等の課程を修了し、
又は卒業した者で、学校教育法による大学（短期大学を除
く。）へ編入した場合の在学すべき年数が２年以上又は１年
以上と定められているもの

　（９） その他本学において、前各号に掲げる者と同等以上の学力
があると認めた者

　（入学の出願）
第21条　本学に入学を志願する者は、入学願書に所定の検定料及び

必要書類を添えて願い出なければならない。
　（入学者の選考）
第22条　前条の入学志願者については、別に定めるところにより選

考を行う。
　（入学手続及び入学許可）
第23条　前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定

の期日までに所定の書類を提出するとともに、入学料徴収免除又
は猶予申請を受理された者を除き、所定の入学料を納付しなけれ
ばならない。

２　学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
　（編入学、転入学、再入学及び転学部）
第24条　第20条第２項に定める第３年次編入学者のほか、次の各号

の一に該当する者　で、本学に入学を志願する者があるときに
は、選考のうえ、相当年次に入学を許可することがある。

　（１）　学士の学位を有する者
　（２）　大学において１年次以上在学し、所定の単位を修得した者
　（３）　短期大学、高等専門学校、国立工業教員養成所又は国立養

護教諭養成所を卒業した者
　（４） 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその

他文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。）を修了
した者（学校教育法第90条第１項に規定する者に限る。）

　（５）　外国において、学校教育における13年以上の課程を修了し
た者

　（６）　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国にお
いて履修することにより当該外国の学校教育における13年以
上の課程を修了した者

　（７）　我が国において、外国の短期大学の課程（その修了者が当
該外国の学校教育における13年以上の課程を修了したとされ
る者に限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度

において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が
別に指定するものの当該課程を修了した者

　（８）　学校教育法施行規則附則第７条に定める従前の規定による
高等学校、専門学校又は教員養成諸学校等の課程を修了し、
又は卒業した者

　（９）　その他本学において、前各号に掲げる者と同等以上の学力
があると認めた者

第24条の２　転学部を志願する者については、別に定めるところに
より、転学部を許可することがある。

２　転学部に関する規則は、別に定める。
　　　第５節　教育課程及び履修方法等
　（教育課程の編成方法）
第25条　教育課程は、学部の教育上の目的を達成するために必要な

授業科目を開設し、　体系的に編成する。
　（授業科目の区分）
第26条　学部で開設する授業科目の区分は、言語科目、地域科目、

教養科目及び専修科目とする。
第26条の２　前条の言語科目、地域科目及び教養科目は学部共通科

目として開設し、これらを世界教養プログラムと総称する。
　（教職科目）
第27条　教育職員免許法（昭和24年法律第147号）に定める教員の

免許状を得ようとする者のために、教職科目を開設する。
２　授与資格を得させることができる教育職員免許状の種類及び免

許教科については、別に定める。
　（履修コース）
第28条　言語文化学部に、履修コースとして、言語・情報コース、

グローバルコミュニケーションコース及び総合文化コースを設定
する。

２　国際社会学部に、履修コースとして、地域社会研究コース、現
代世界論コース及び国際関係コースを設定する。

３　学生は、在籍する学部のコースのいずれか一つを選んで履修し
なければならない。

　（開設授業科目及び履修方法等）
第29条　第26条から前条までの規定により開設する授業科目及び単

位数、並びに履修方法等については、別に定める。
　（単位の計算方法）
第30条　授業科目等の単位数は、１単位の授業科目が45時間の学修

を必要とする内容をもって構成されることを標準として、次の基
準により計算する。

　（１）　講義については、毎週１時間15週の授業をもって１単位と
する。

　（２）　演習及び実技については、毎週２時間15週の授業をもって
１単位とする。

　（３）　実験及び実習については、毎週３時間15週の授業をもって
１単位とする。

　（単位の授与）
第31条　授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単

位を与える。
　（成績の評価）
第32条　各授業科目の成績、合否、評語等は、別に定めるところに

よる。
　（他大学等における授業科目の履修等）
第33条　学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大

学（以下「他大学等」　という。）との協議に基づき、学生が他大
学等において履修した授業科目について修得した単位を、60単位
を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したも　



のとみなすことができる。
２　前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合

及び外国の大学又は短期大学が行う通信教育による授業科目を国
内において履修し、修得した単位の取扱いに　ついて準用する。

　（大学以外の教育施設等における学修）
第34条　学長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学

又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別
に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を
与えることができる。

２　前項により与えることのできる単位数は、前条第１項及び第２
項により本学において　修得したものとみなす単位数と合わせて
60単位を超えないものとする。

　（入学前の既修得単位等の認定）
第35条　学長は、教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に

大学又は短期大学に　おいて履修した授業科目について修得した
単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）を、本学にお
ける授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

２　学長は、教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に行っ
た前条第１項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみ
なし、単位を与えることができる。
３　前２項により修得したものとみなし、又は与えることのできる

単位数は、編入学、転入学等の場合を除き、本学において修得し
た単位以外のものについては、第33条第１項及び第２項並びに前
条第１項により本学において修得したものとみなす単位数と合わ　
せて60単位を超えないものとする。

４　入学前の既修得単位等の認定に関する必要な事項は、別に定め
る。

　（編入学等の単位等の取扱い）
第36条　第20条第２項及び第24条の規定により編入学等を許可され

た者に係る既履修授業科目及び単位数（科目等履修生として修得
した単位を含む。）の取扱いについては、別に定める。

　　　第６節　休学、転学、留学及び退学
　（休学）
第37条　疾病その他特別の理由により、引き続き２ケ月以上修学す

ることができない者は、学長の許可を得て休学することができ
る。

２　学長は、疾病等のため、修学することが適当でないと認められ
る者については、休学　を命ずることができる。

　（休学期間）
第38条　休学期間は、１年以内とする。ただし、学長は特別の理由

があるときは、１年　を超えない範囲内において休学期間の延長
を許可し、又は命じることができる。当該延長に係る期間が満了
した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様と
する。

２　休学期間は、通算して３年を超えることができない。
３　休学期間は、第14条の修業年限及び第15条の在学年限に算入し

ない。
　（復学）
第39条　学生は、休学期間中にその理由が消滅したときは、学長の

許可を得て復学することができる。
　（転学）
第40条　他の大学へ入学又は転入学を志願する者又は本学の他の学

部に入学を志願する者は、あらかじめ学長の許可を受けなければ
ならない。

　（留学）
第41条　外国の大学に留学を志願する者は、あらかじめ学長の許可

を受けなければならない。
第41条の２　この学則において前条の留学の用語の意義は、次の各

号に定めるところによる。
　（１）　派遣留学第２年次以上の学部学生が本学を休学せずに別に

定めるところにより協定大学等に派遣されるもの
　（２）　休学留学第３年次以上の学部学生が本学を休学し、外国の

大学等において修学を目的として留学し、修得した単位を本
学の単位として認定を希望するもの

　（３）　ショートビジット学部学生が、原則として本学の休業期間
を利用し、本学が指定する留学プログラムに参加するもの

　（退学）
第42条　退学しようとする者は、学長の許可を得なければならな

い。
　（除籍）
第43条　次の各号の一に該当する者は、学長が除籍する。
　（１）　第15条に定める在学年限を超えた者
　（２）　第38条第１項及び第２項に定める休学期間を超えた者
　（３）　授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
　（４）　入学料の免除若しくは徴収猶予を申請した者のうち、免除

若しくは徴収猶予が不許可になった者若しくは半額免除が許
可になった者で所定の期日までに入学料を納付しない者又は
徴収猶予を許可された者で猶予された期日までに入学料を納
付しない者

　　　第７節　卒業及び学位
　（卒業の要件）
第44条　学部に第14条に定める修業年限以上在学し、所定の授業科

目を履修し、125単位以上を修得した者については、教授会の議
を経て学長が卒業を認定する。

２　卒業に要する授業科目及び履修単位については、別に定める。
３　学長は、卒業を認定した者に対し、本学学位規程の定めるとこ

ろにより、卒業証書・学位記を授与する。
　（学位）
第45条　学部において授与する学位は、学士（言語・地域文化）と

する。
　　　第８節　賞罰
　（表彰）
第46条　学生として、表彰に価する行為があったときは、学長は、

これを表彰する。
　（懲戒）
第47条　本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為

をした者については、教育研究評議会の議を経て学長がこれを懲
戒する。

２　前項の懲戒は、退学、停学及び訓告とする。
３　前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
　（１）　性行不良で、改善の見込みがない者
　（２）　本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反し

た者
４　停学の期間は、第15条の在学年限に算入し、第14条の修業年限

に算入しない。ただし、停学の期間が３月を超えないときは、教
授会の議を経て第14条の修業年限に算入することができる。

　　第３章　雑則
　　　第１節 　研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び外国人留

学生
　（研究生）
第48条　本学において、特定の専門事項について研究することを志

願する者があるとき　は、学生の教育に支障のない場合に限り、



選考のうえ研究生として入学を許可することがある。
２　研究生に関する規則は、別に定める。
　（科目等履修生）
第49条　本学において、特定の授業科目について履修を志願する者

があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考のうえ、
科目等履修生として入学を許可することがある。

２　科目等履修生に関する規則は、別に定める。
　（特別聴講学生）
第50条　他大学等、外国の大学又は短期大学（以下「外国の大学等」

という。）並びに大学以外の教育施設等の学生で、本学において
授業科目の履修を志願する者があるときは、当該他大学等、外国
の大学等又は大学以外の教育施設等との協議に基づき、特別聴講
学生として入学を許可することがある。

２　特別聴講学生に関して必要な事項は、別に定める。
　（外国人留学生）
第51条　外国人で、教育又は研修を受ける目的、若しくは研究を行

う目的をもって我が国に入国し、本学に入学を志願する者がある
ときは、選考のうえ、外国人留学生として入学を許可することが
ある。

２　外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。
　　　第２節　学寮
　（寄宿寮）
第52条　本学に学寮を置く。
２　学寮に関する規則は、別に定める。
　　　第３節　授業料、入学料、検定料及び寄宿料
　（授業料等）
第53条　授業料、入学料、検定料及び寄宿料の額及び徴収方法は、

国立大学法人東京外国語大学授業料その他の費用に関する規程の
定めるところによる。

２　国費外国人留学生の授業料、入学料及び検定料は、徴収しない。
　（休学の場合の授業料）
第54条　休学を許可し、又は命じた場合、休学した月の翌月から復

学した月の前月までの授業料を免除する。
　（授業料、入学料及び寄宿料の免除及び徴収猶予）
第55条　経済的な理由により納付が困難であり、かつ学業優秀と認

める場合、又はその他止むを得ない事情があると認める場合は、
願出により授業料、入学料及び寄宿料の全部又は一部を免除し、
又は徴収を猶予することがある。

２　授業料、入学料及び寄宿料の免除及び徴収の猶予については、
別に定める。

　（研究生、科目等履修生等の授業料等）
第56条　研究生、科目等履修生及び特別聴講学生の授業料、入学料

及び検定料については、別に定める。
　（既納の授業料等）
第57条　既納の授業料、入学料、検定料及び寄宿料は、還付しない。

ただし、授業料については、入学を許可するときに納付した者が、
入学する月の前月末日までに入学を辞退した場合及び前半期（４
月１日から９月30日までをいう。）分授業料徴収の際、後半期（10
月１日から翌年３月31日までをいう。）分授業料を併せて納付し
た者が、　後半期分授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合、
並びに入学検定料のち第２段階目の選抜に係る額については、納
付者が第１段階選抜で不合格となった場合は、この限りでない。

　　　第４節　公開講座
　（公開講座）
第58条　社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、公開講座

を開設することがある。

２　公開講座に関し、必要な事項は、別に定める。
　　　附　則
１　この学則は、昭和52年４月１日から施行する。
２　この学則の改正に伴い、特設日本語学科に関し、東京外国語大

学学則の特例を定める規則（昭和46年12月17日制定）は、廃止す
る。

３　この学則の施行日現在に在学する学生については、なお、従前
の例による。
　　　附　則
　この学則は、昭和53年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、昭和54年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、昭和55年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、昭和56年４月１日から施行する。
　　　附　則
　 この学則は、昭和56年７月１日から施行し、昭和56年４月１日か

ら適用する。
　　　附　則
　この学則は、昭和57年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、昭和58年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この学則は、昭和59年４月１日から施行し、インドネシア・マ

レーシア語学科のマレーシア語学文学講座に開設する授業科目及
びその修得すべき単位数については、昭和59年４月11日から適用
する。

２　インドネシア語学科は、この学則による改正後の学則第11条の
規定にかかわらず、　昭和59年３月31日に当該学科に在学する者
が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとし、当該
学科学生に開設する授業科目及びその履修方法については、なお
従前の例による。

　　　附　則
１　この学則は、昭和60年４月17日から施行し、昭和60年４月１日

から適用する。
２　特設日本語学科は、この学則による改正後の学則第11条の規定

にかかわらず、昭和60年３月31日に当該学科に在学する者が当該
学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとし、当該学科学
生に開設する授業科目及びその履修方法については、なお従前の
例による。

　　　附　則
１　この学則は、昭和61年４月５日から施行し、昭和61年４月１日

から適用する。
２　第11条に定める総定員は、同条の規定にかかわらず、昭和61年

度から昭和63年度までは、次のとおりとする。

学　　科
昭和

61 年度
昭和

62 年度
昭和

63 年度

英米語学科 282名 284名 286名
フランス語学科 242名 244名 246名
イタリア語学科 122名 124名 126名
ドイツ語学科 242名 244名 246名
ロシヤ語学科 242名 244名 246名
スペイン語学科 282名 284名 286名
ポルトガル・ブラジル語学科 122名 124名 126名



学　　科
昭和

61 年度
昭和

62 年度
昭和

63 年度

中国語学科 242名 244名 246名

朝鮮語学科 62名 64名 66名

モンゴル語学科 62名 64名 66名

インド・パーキスターン語学科 123名 126名 129名

インドネシア・マレーシア語学科 112名 124名 126名

インドシナ語学科 135名 150名 165名

アラビア語学科 62名 64名 66名

ペルシア語学科 62名 64名 66名

日本語学科 150名 165名 180名

合　　計 2,544名 2,613名 2,672名

３　昭和60年度以前の入学者については、第23条第１項、第24条第
１項、第31条　第１項第２号及び第32条第１項第２号の規定にかか
わらず、なお従前の例による。
　　　附　則
　この学則は、昭和61年４月16日から施行し、昭和61年４月５日か
ら適用する。
　　　附　則
　この学則は、昭和61年10月22日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、昭和62年３月13日から施行する。
　　　附　則
１　この学則は、昭和62年４月６日から施行し、昭和62年４月１日
から適用する。
２　第11条に定める総定員は、同条の規定にかかわらず、昭和62年
度から平成元年度までは、次のとおりとする。

学　　科
昭和

62 年度
昭和

63 年度
平成

元年度

英米語学科 286名 290名 294名

フランス語学科 246名 250名 254名

イタリア語学科 126名 130名 134名

ドイツ語学科 246名 250名 254名

ロシヤ語学科 246名 250名 254名

スペイン語学科 286名 290名 294名

ポルトガル・ブラジル語学科 126名 130名 134名

中国語学科 246名 250名 254名

朝鮮語学科 66名 70名 74名

モンゴル語学科 66名 70名 74名

インド・パーキスターン語学科 130名 137名 144名

インドネシア・マレーシア語学科 126名 130名 134名

インドシナ語学科 150名 165名 180名

アラビア語学 66名 70名 74名

ペルシア語学科 66名 70名 74名

日本語学科 165名 180名 180名

合　　計 2,643名 2,732名 2,806名

　　　附　則
　 この学則は、昭和63年１月20日から施行し、インド・パーキス

ターン語学科の講座及び授業科目の名称改正については、昭和62
年５月21日から適用する。

　　　附　則

　この学則は、昭和63年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この学則は、昭和63年４月７日から施行し、昭和63年４月１日

から適用する。
２　第11条に定める総定員は、同条の規定にかかわらず、昭和63年

度から平成２年度までは、次のとおりとする。

学　　科
昭和

63 年度
平成

元年度
平成

２年度

英米語学科 292名 298名 302名

フランス語学科 251名 256名 259名

イタリア語学科 131名 136名 139名

ドイツ語学科 251名 256名 259名

ロシヤ語学科 251名 256名 259名

スペイン語学科 291名 296名 299名

ポルトガル・ブラジル語学科 130名 134名 136名

中国語学科 251名 256名 259名

朝鮮語学科 71名 76名 79名

モンゴル語学科 70名 74名 76名

インド・パーキスターン語学科 137名 144名 148名

インドネシア・マレーシア語学科 131名 136名 139名

インドシナ語学科 165名 180名 180名

アラビア語学科 71名 76名 79名

ペルシア語学科 71名 76名 79名

日本語学科 180名 180名 180名

合計 2,744名 2,830名 2,872名

附　則
　この学則は、平成元年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この学則は、平成元年４月19日から施行し、平成元年４月１日

から適用する。
２　第11条に定める総定員は、同条の規定にかかわらず、平成元年

度から平成３年度までは、次のとおりとする。

学　　科
平成

元年度
平成

２年度
平成

３年度

英米語学科 298名 302名 304名
フランス語学科 256名 259名 260名
イタリア語学科 136名 139名 140名
ドイツ語学科 256名 259名 260名
ロシヤ語学科 256名 259名 260名
スペイン語学科 296名 299名 300名
ポルトガル・ブラジル語学科 134名 136名 136名
中国語学科 256名 259名 260名
朝鮮語学科 76名 79名 80名
モンゴル語学科 74名 76名 76名
インド・パーキスターン語学科 144名 148名 148名
インドネシア・マレーシア語学科 136名 139名 140名
インドシナ語学科 180名 180名 180名
アラビア語学科 76名 79名 80名
ペルシア語学科 76名 79名 80名
日本語学科 180名 180名 180名
合計 2,830名 2,872名 2,884名



　　　附　則
１　この学則は、平成２年４月１日から施行する。
２　平成２年４月１日前に在学し、卒業するまでに改正前の学則に

規定する教育職員免許　状の所要資格を得た者は、当該旧免許状
に対応する新免許状に係る所要資格を得たものとみなす。

　　　附　則
１　この学則は、平成２年６月27日から施行し、平成２年４月１日

から適用する。
２　第11条に定める総定員は、同条の規定にかかわらず、平成２年

度から平成４年度までは、次のとおりとする。

学　　科
平成

２年度
平成

３年度
平成

４年度

英米語学科 302名 304名 304名

フランス語学科 259名 260名 260名

イタリア語学科 139名 140名 140名

ドイツ語学科 259名 260名 260名

ロシヤ語学科 259名 260名 260名

スペイン語学科 299名 300名 300名

ポルトガル・ブラジル語学科 136名 136名 136名

中国語学科 259名 260名 260名

朝鮮語学科 79名 80名 80名

モンゴル語学科 76名 76名 76名

インド・パーキスターン語学科 148名 148名 148名

インドネシア・マレーシア語学科 139名 140名 140名

インドシナ語学科 180名 180名 180名

アラビア語学科 79名 80名 80名

ペルシア語学科 79名 80名 80名

日本語学科 180名 180名 180名

合計 2,872名 2,884名 2,884名

　　　附　則
　 この学則は、平成３年３月６日から施行し、平成２年４月１日か

ら適用する。
　　　附　則
１　この学則は、平成３年４月１日から施行する。
２　ロシヤ語学科は、この学則による改正後の学則第11条の規定に

かかわらず、平成３年３月31日に当該学科に在学する者が当該学
科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

３　第11条に定める総定員は、同条の規定にかかわらず、平成３年
度から平成５年度までは、次のとおりとする。

学　　科
平成

３年度
平成

 ４年度
平成 

５年度

英米語学科 304名 304名 304名

フランス語学科 260名 260名 260名

イタリア語学科 140名 140名 140名

ドイツ語学科 260名 260名 260名

ロシヤ・東欧語学科 300名 340名 380名

スペイン語学科 300名 300名 300名

ポルトガル・ブラジル語学科 136名 136名 136名

中国語学科 260名 260名 260名

朝鮮語学科 95名 110名 125名

学　　科
平成

３年度
平成

 ４年度
平成 

５年度

モンゴル語学科 76名 76名 76名

インド・パーキスターン語学科 148名 148名 148名

インドネシア・マレーシア語学科 140名 140名 140名

インドシナ語学科 180名 180名 180名

アラビア語学科 80名 80名 80名

ペルシア語学科 80名 80名 80名

日本語学科 180名 180名 180名

合計 2,939名 2,994名 3,049名

　　　附　則
１　この学則は、平成３年４月12日から施行する。
２　ロシヤ語学科に開設する授業科目及びその履修方法について

は、この学則による改正後の学則第27条別表第４の規定にかかわ
らず、平成３年３月31日に当該学科に在学する者が在学しなくな
るまでの間は、なお従前の例による。

　　　附　則
　この学則は、平成３年12月19日から施行する。
　　　附　則
１　この学則は、平成４年４月１日から施行する。
２　インドネシア・マレ－シア語学科及びインドシナ語学科は、こ

の学則による改正後の学則第11条の規定にかかわらず、平成４年
３月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるま
での間、存続するものとする。

　　　附　則
１　この学則は、平成４年６月19日から施行し、平成４年４月10日

から適用する。
２　インドネシア・マレ－シア語学科及びインドシナ語学科に開設

する授業科目及びその履修方法については、この学則による改正
後の学則第27条別表第４の規定にかかわらず、平成４年３月31日
に当該学科に在学する者が在学しなくなるまでの間は、なお従　
前の例による。

　　　附　則
１　この学則は、平成５年４月１日から施行する。
２　アラビア語学科及びペルシア語学科は、この学則による改正後

の学則第11条の規定にかかわらず、平成５年３月31日に当該学科
に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するも
のとし、当該学科学生に開設する授業科目及びその履修方法に　
ついては、なお従前の例による。

３　第11条に規定するロシヤ・東欧語学科、朝鮮語学科、東南アジ
ア語学科及び中東語学科の収容定員は、改正後の同条の規定にか
かわらず、次のとおりとする。

学　　科 平成５年度 平成６年度

ロシヤ・東欧語学科 315名

朝鮮語学科 125名

東南アジア語学科 240名 360名

中東語学科 55名 110名

４　改正後の第11条の規定にかかわらずロシヤ語学科、インドネシ
ア・マレーシア語学科、インドシナ語学科､ アラビア語学科及び
ペルシア語学科の収容定員は､ 次のとおりとする。



学　　科
平成

５年度
平成

６年度
平成

７年度

ロシヤ語学科 65名

インドネシア・マレーシア語学科 70名 35名

インドシナ語学科 90名 45名

アラビア語学科 60名 40名 20名

ペルシア語学科 75名 55名 35名

　　　附　則
　 この学則は、平成６年２月２日から施行し、平成５年４月１日か

ら適用する。
　　　附　則
１　この学則は、平成７年６月７日から施行し、平成７年４月１日

から適用する。
２　第13条に定める収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成７

年度から平成９年度までは、次のとおりとする。

課　　程
平成

７年度
平成

８年度
平成

９年度

欧米第一課程 141名 282名 423名

欧米第二課程 209名 418名 627名

ロシア・東欧課程 105名 210名 315名

東アジア課程 119名 238名 357名

東南アジア課程 120名 240名 360名

南・西アジア課程 92名 184名 276名

日本課程 45名 90名 135名

合計 831名 1,662名 2,493名

３　この学則改正前の各学科は、改正後の学則第13条の規定にかか
わらず、平成７年３月31日に当該学科に在学する者が当該学科に
在学しなくなるまでの間存続するものとし、当該学科に開設する
授業科目及びその履修方法については、なお従前の例による。

４　各学科の収容定員は、改正後の第13条の規定にかかわらず、次
のとおりとする｡

学　　科
平成

７年度
平成

８年度
平成

９年度

英米語学科 228名 152名 76名

フランス語学科 195名 130名 65名

イタリア語学科 105名 70名 35名

ドイツ語学科 195名 130名 65名

ロシヤ・東欧語学科 315名 210名 105名

スペイン語学科 225名 150名 75名

ポルトガル・ブラジル語学科 102名 68名 34名

中国語学科 195名 130名 65名

朝鮮語学科 105名 70名 35名

モンゴル語学科 57名 38名 19名

インド・パーキスターン語学科 111名 74名 37名

東南アジア語学科 360名 240名 120名

中東語学科 110名 110名 55名

日本語学科 135名 90名 45名

合　　計 2,438名 1,662名 831名

　　　附　則
１　この学則は、平成８年４月１日から施行する。

２　第13条に定める収容定員は、平成８年度から平成10年度まで
は、同条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

課　　程
平成

８年度
平成

９年度
平成

10 年度

欧米第一課程 282名 423名 564名

欧米第二課程 413名 617名 821名

ロシア・東欧課程 205名 305名 405名

東アジア課程 238名 357名 476名

東南アジア課程 240名 360名 480名

南・西アジア課程 184名 276名 368名

日本課程 90名 135名 180名

合　　計 1,652名 2,473名 3,294名

　　　附　則
１　この学則は、平成９年５月28日から施行し、平成９年４月１日

から適用する。
２　第13条に定める収容定員は、平成９年度から平成11年度まで

は、同条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

課　　程
平成

９年度
平成

10 年度
平成

11 年度

欧米第一課程 443人 604人 604人

欧米第二課程 617人 821人 816人

ロシア・東欧課程 305人 405人 400人

東アジア課程 352人 466人 461人

東南アジア課程 360人 480人 480人

南・西アジア課程 271人 358人 353人

日本課程 135人 180人 180人

合　　計 2,483人 3,314人 3,294人

　附　則
１　この学則は､ 平成10年４月23日から施行し､ 平成10年４月１日

から適用する｡
２　第13条に定める収容定員は、平成10年度から平成12年度まで

は、同条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

課　　程
平成

10 年度
平成

11 年度
平成

12 年度

欧米第一課程 599人 594人 589人

欧米第二課程 808人 790人 777人

ロシア・東欧課程 405人 400人 400人

東アジア課程 476人 481人 476人

東南アジア課程 480人 480人 480人

南・西アジア課程 346人 329人 312人

日本課程 180人 180人 180人

合　　計 3,294人 3,254人 3,214人

　　　附　則
　この学則は､ 平成11年４月１日から施行する｡
　　　附　則
１　この学則は､ 平成11年４月28日から施行し、平成11年４月１日

から適用する｡
２　第13条に定める収容定員は、平成11年度から平成13年度まで

は、同条の規定にかかわらず、次のとおりとする。



課　　程
平成

11 年度
平成

12 年度
平成

13 年度

欧米第一課程 588人 577人 566人

欧米第二課程 789人 775人 761人

ロシア・東欧課程 400人 400人 400人

東アジア課程 472人 458人 449人

東南アジア課程 460人 440人 420人

南・西アジア課程 329人 312人 300人

日本課程 180人 180人 180人

合　　計 3,218人 3,142人 3,076人

　　　附　則
　この学則は､ 平成12年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は､ 平成13年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は､ 平成13年７月31日から施行する。
　　　附　則
　この学則は､ 平成14年１月30日から施行する。
　　　附　則
　この学則は､ 平成14年９月25日から施行する。
　　　附　則
　この学則は､ 平成15年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は､ 平成15年４月30日から施行し、平成15年４月１日か

ら適用する。
　　　附　則
　この学則は､ 平成15年９月19日から施行する。
　　　附　則
　この学則は､ 平成16年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は､ 平成18年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は､ 平成19年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は､ 平成19年10月２日から施行し、平成19年９月１日か

ら適用する。
　　　附　則
　この学則は､ 平成20年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成21年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成22年10月１日から施行する
　　　附　則
　この学則は、平成23年３月29日から施行する。
　　　附　則
１　この学則は、平成24年４月１日から施行する。
２　外国語学部は、平成24年３月31日に同学部に在学する者（以下
「外国語学部在学者」という。）及び同年４月１日以降に外国語学
部在学者の属する年次に入学する者が外国語学部に在学しなくな
るまでの間、存続するものとし、教育課程、履修方法、その他学
生の教育に必要な事項、学部長の設置及び教授会の設置は従前の
とおりとする。

　　　附　則
１　この学則は、平成24年４月１日から施行する。

２　外国語学部は、第２条第１項の規定にかかわらず、平成24年３
月31日に同学部に　在学する者及び同年４月１日以降に同学部に
入学する者が当該学部に在学しなくなるまでの間、存続するもの
とし、学部長その他の規定の適用については、なお従前の例によ　
る。ただし、学則第41条の２第３号に定めるショートビジットに
ついては、準用できるものとする。

３　第13条の２に定める収容定員は、同条の規定にかかわらず、平
成24年度から平成26年度にあっては、次のとおりとする。

学　　部 学　　科
平成

２４年度
平成

２５年度
平成

２６年度

言語文化学部 言語文化学科 370人 740人 1,125人

国際社会学部 国際社会学科 375人 750人 １,140人

合　　計 745人 1,490人 2,265人

　　　附　則
　この学則は、平成24年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成25年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成26年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成27年４月１日から施行する。





　（趣旨）
第１条　この規程は、国立大学法人東京外国語大学学則（昭和52年

４月１日制定）第29条の規定に基づき、国際社会学部に開設する
授業科目及び単位数について必要な事項を定める。

　（授業科目）
第２条　授業科目の編成は、次の各号に掲げるとおりとする。
　（１）共通科目　言語科目、地域科目、教養科目、教職科目
　（２）専修科目　導入科目、概論科目、選択科目
　（３）関連科目
２　前項第１号のうち言語科目、地域科目、教養科目は、国際社会

学部、言語文化学部共通（以下「両学部共通」という。）の科目
とし、世界教養プログラムと総称する。

３　第１項第１号に規定する言語科目は、学生が選択できる科目の
範囲を指定するため、言語類別に区分する。

　（言語科目）
第３条　両学部共通の科目として、地域言語Ａ、地域言語Ｃ、ＧＬ

ＩＰ英語科目、教養外国語を開設する。
２　前項の科目は演習とし、授業科目及び単位数は、別表１から３

に掲げるとおりとする。
　（地域科目）
第４条　両学部共通の科目として、地域科目を開設する。
２　地域科目は講義とし、授業科目及び単位数は、別表４に掲げる

とおりとする。
　（教養科目）
第５条　両学部共通の教養科目を開設する。
２　教養科目は講義、演習又は実技とし、授業科目及び単位数は、

別表５に掲げるとおりとする。
　（教職科目）
第６条　教育職員免許状の所要資格取得のため、教科に関する科

目、教職に関する科目及び教科又は教職に関する科目を開設す
る。

２　前項の科目は、講義、演習又は実習とし、授業科目及び単位数
は、別表６から９に掲げるとおりとする。

３　教育実習及び教職実践演習の単位の取扱等については、別に定
める。

　（導入科目）
第７条　学科の共通科目として、各履修コースに導入科目を開設す

る。
２　前項の科目は講義とし、授業科目及び単位数は、別表10に掲げ

るとおりとする。
　（概論科目及び選択科目）
第８条　各履修コースに概論科目及び選択科目を開設する。
２　前項の科目は講義とし、授業科目及び単位数は、別表11及び12

に掲げるとおりとする。
　（卒業論文、卒業研究）
第９条　卒業論文、卒業研究は、執筆等により行うものとする。
２　卒業論文、卒業研究の単位は、８単位とする。
　（関連科目）
第10条　関連科目は、より広い教養を身につけるために、選択して

履修する科目とする。
２　関連科目は、世界教養プログラム、専修科目から選択するもの

とする。

　（科目開講一覧）
第11条　第３条から前条までに規定する各授業科目については、科

目開講一覧を別に定めるものとする。
　　　附　則
　この規程は、平成24年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規定は、平成25年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、平成26年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、平成27年10月１日から施行する。
　　　附　則
１　この規程は、平成28年4月１日から施行する。
２　平成28年３月31日に在学する学生については、改正後の規定に

かかわらず、従前の例によるものとする。ただし、平成28年４月
１日以降に新たに開講する授業科目及び単位数については、当該
学生にも適用する。

● 東京外国語大学国際社会学部に開設する授業科目及び単位数に関する規程

平成24年３月27日
制定

（改正年月日：省略）



類 授業科目 単位

フ
ラ
ン
ス
語
類

地域言語Ａ（フランス語Ⅰ） 10
地域言語Ａ（フランス語Ⅱ－１） １
地域言語Ａ（フランス語Ⅱ－２） １
地域言語Ａ（フランス語Ⅱ－３） １
地域言語Ａ（フランス語Ⅱ－４） １
地域言語Ａ（フランス語Ⅱ－５） １
地域言語Ａ（フランス語Ⅱ－６） １
地域言語Ａ（フランス語Ⅱ－７） １
地域言語Ａ（フランス語Ⅱ－８） １
地域言語Ａ（フランス語Ⅱ－９） １
地域言語Ａ（フランス語Ⅱ－10） １
地域言語Ａ（フランス語Ⅲ－１） １
地域言語Ａ（フランス語Ⅲ－２） １
地域言語Ａ（フランス語Ⅲ－３） １
地域言語Ａ（フランス語Ⅲ－４） １
地域言語Ａ（フランス語Ⅲ－５） １
地域言語Ａ（フランス語Ⅲ－６） １
地域言語Ａ（フランス語Ⅲ－７） １
地域言語Ａ（フランス語Ⅲ－８） １

イ
タ
リ
ア
語
類

地域言語Ａ（イタリア語Ⅰ） 10
地域言語Ａ（イタリア語Ⅱ－１） １
地域言語Ａ（イタリア語Ⅱ－２） １
地域言語Ａ（イタリア語Ⅱ－３） １
地域言語Ａ（イタリア語Ⅱ－４） １
地域言語Ａ（イタリア語Ⅱ－５） １
地域言語Ａ（イタリア語Ⅱ－６） １
地域言語Ａ（イタリア語Ⅱ－７） １
地域言語Ａ（イタリア語Ⅱ－８） １
地域言語Ａ（イタリア語Ⅱ－９） １
地域言語Ａ（イタリア語Ⅱ－10） １
地域言語Ａ（イタリア語Ⅲ－１） １
地域言語Ａ（イタリア語Ⅲ－２） １
地域言語Ａ（イタリア語Ⅲ－３） １
地域言語Ａ（イタリア語Ⅲ－４） １
地域言語Ａ（イタリア語Ⅲ－５） １
地域言語Ａ（イタリア語Ⅲ－６） １
地域言語Ａ（イタリア語Ⅲ－７） １
地域言語Ａ（イタリア語Ⅲ－８） １

ス
ペ
イ
ン
語
類

地域言語Ａ（スペイン語Ⅰ） 10
地域言語Ａ（スペイン語Ⅱ－１） １
地域言語Ａ（スペイン語Ⅱ－２） １
地域言語Ａ（スペイン語Ⅱ－３） １
地域言語Ａ（スペイン語Ⅱ－４） １
地域言語Ａ（スペイン語Ⅱ－５） １
地域言語Ａ（スペイン語Ⅱ－６） １
地域言語Ａ（スペイン語Ⅱ－７） １
地域言語Ａ（スペイン語Ⅱ－８） １
地域言語Ａ（スペイン語Ⅱ－９） １
地域言語Ａ（スペイン語Ⅱ－10） １
地域言語Ａ（スペイン語Ⅲ－１） １

類 授業科目 単位

英
語
類

地域言語Ａ（英語Ⅰ） 10
地域言語Ａ（英語Ⅰ－１） １
地域言語Ａ（英語Ⅰ－２） １
地域言語Ａ（英語Ⅰ－３） １
地域言語Ａ（英語Ⅰ－４） １
地域言語Ａ（英語Ⅰ－５） １
地域言語Ａ（英語Ⅰ－６） １
地域言語Ａ（英語Ⅰ－７） １
地域言語Ａ（英語Ⅰ－８） １
地域言語Ａ（英語Ⅰ－９） １
地域言語Ａ（英語Ⅰ－10） １
地域言語Ａ（英語Ⅱ－１） １
地域言語Ａ（英語Ⅱ－２） １
地域言語Ａ（英語Ⅱ－３） １
地域言語Ａ（英語Ⅱ－４） １
地域言語Ａ（英語Ⅱ－５） １
地域言語Ａ（英語Ⅱ－６） １
地域言語Ａ（英語Ⅱ－７） １
地域言語Ａ（英語Ⅱ－８） １
地域言語Ａ（英語Ⅱ－９） １
地域言語Ａ（英語Ⅱ－10） １
地域言語Ａ（英語Ⅲ－１） １
地域言語Ａ（英語Ⅲ－２） １
地域言語Ａ（英語Ⅲ－３） １
地域言語Ａ（英語Ⅲ－４） １
地域言語Ａ（英語Ⅲ－５） １
地域言語Ａ（英語Ⅲ－６） １
地域言語Ａ（英語Ⅲ－７） １
地域言語Ａ（英語Ⅲ－８） １

ド
イ
ツ
語
類

地域言語Ａ（ドイツ語Ⅰ） 10
地域言語Ａ（ドイツ語Ⅱ－１） １
地域言語Ａ（ドイツ語Ⅱ－２） １
地域言語Ａ（ドイツ語Ⅱ－３） １
地域言語Ａ（ドイツ語Ⅱ－４） １
地域言語Ａ（ドイツ語Ⅱ－５） １
地域言語Ａ（ドイツ語Ⅱ－６） １
地域言語Ａ（ドイツ語Ⅱ－７） １
地域言語Ａ（ドイツ語Ⅱ－８） １
地域言語Ａ（ドイツ語Ⅱ－９） １
地域言語Ａ（ドイツ語Ⅱ－10） １
地域言語Ａ（ドイツ語Ⅲ－１） １
地域言語Ａ（ドイツ語Ⅲ－２） １
地域言語Ａ（ドイツ語Ⅲ－３） １
地域言語Ａ（ドイツ語Ⅲ－４） １
地域言語Ａ（ドイツ語Ⅲ－５） １
地域言語Ａ（ドイツ語Ⅲ－６） １
地域言語Ａ（ドイツ語Ⅲ－７） １
地域言語Ａ（ドイツ語Ⅲ－８） １

別表１（第３条関係）
地域言語



類 授業科目 単位

ス
ペ
イ
ン
語
類

地域言語Ａ（スペイン語Ⅲ－２） １
地域言語Ａ（スペイン語Ⅲ－３） １
地域言語Ａ（スペイン語Ⅲ－４） １
地域言語Ａ（スペイン語Ⅲ－５） １
地域言語Ａ（スペイン語Ⅲ－６） １
地域言語Ａ（スペイン語Ⅲ－７） １
地域言語Ａ（スペイン語Ⅲ－８） １

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
類

地域言語Ａ（ポルトガル語Ⅰ） 10
地域言語Ａ（ポルトガル語Ⅱ－１） １
地域言語Ａ（ポルトガル語Ⅱ－２） １
地域言語Ａ（ポルトガル語Ⅱ－３） １
地域言語Ａ（ポルトガル語Ⅱ－４） １
地域言語Ａ（ポルトガル語Ⅱ－５） １
地域言語Ａ（ポルトガル語Ⅱ－６） １
地域言語Ａ（ポルトガル語Ⅱ－７） １
地域言語Ａ（ポルトガル語Ⅱ－８） １
地域言語Ａ（ポルトガル語Ⅱ－９） １
地域言語Ａ（ポルトガル語Ⅱ－10） １
地域言語Ａ（ポルトガル語Ⅲ－１） １
地域言語Ａ（ポルトガル語Ⅲ－２） １
地域言語Ａ（ポルトガル語Ⅲ－３） １
地域言語Ａ（ポルトガル語Ⅲ－４） １
地域言語Ａ（ポルトガル語Ⅲ－５） １
地域言語Ａ（ポルトガル語Ⅲ－６） １
地域言語Ａ（ポルトガル語Ⅲ－７） １
地域言語Ａ（ポルトガル語Ⅲ－８） １

ロ
シ
ア
語
類

地域言語Ａ（ロシア語Ⅰ） 10
地域言語Ａ（ロシア語Ⅱ－１） １
地域言語Ａ（ロシア語Ⅱ－２） １
地域言語Ａ（ロシア語Ⅱ－３） １
地域言語Ａ（ロシア語Ⅱ－４） １
地域言語Ａ（ロシア語Ⅱ－５） １
地域言語Ａ（ロシア語Ⅱ－６） １
地域言語Ａ（ロシア語Ⅱ－７） １
地域言語Ａ（ロシア語Ⅱ－８） １
地域言語Ａ（ロシア語Ⅱ－９） １
地域言語Ａ（ロシア語Ⅱ－10） １
地域言語Ａ（ロシア語Ⅲ－１） １
地域言語Ａ（ロシア語Ⅲ－２） １
地域言語Ａ（ロシア語Ⅲ－３） １
地域言語Ａ（ロシア語Ⅲ－４） １
地域言語Ａ（ロシア語Ⅲ－５） １
地域言語Ａ（ロシア語Ⅲ－６） １
地域言語Ａ（ロシア語Ⅲ－７） １
地域言語Ａ（ロシア語Ⅲ－８） １

中
国
語
類

地域言語Ａ（中国語Ⅰ） 10
地域言語Ａ（中国語Ⅱ－１） １
地域言語Ａ（中国語Ⅱ－２） １
地域言語Ａ（中国語Ⅱ－３） １
地域言語Ａ（中国語Ⅱ－４） １

類 授業科目 単位

中
国
語
類

地域言語Ａ（中国語Ⅱ－５） １
地域言語Ａ（中国語Ⅱ－６） １
地域言語Ａ（中国語Ⅱ－７） １
地域言語Ａ（中国語Ⅱ－８） １
地域言語Ａ（中国語Ⅱ－９） １
地域言語Ａ（中国語Ⅱ－10） １
地域言語Ａ（中国語Ⅲ－１） １
地域言語Ａ（中国語Ⅲ－２） １
地域言語Ａ（中国語Ⅲ－３） １
地域言語Ａ（中国語Ⅲ－４） １
地域言語Ａ（中国語Ⅲ－５） １
地域言語Ａ（中国語Ⅲ－６） １
地域言語Ａ（中国語Ⅲ－７） １
地域言語Ａ（中国語Ⅲ－８） １

朝
鮮
語
類

地域言語Ａ（朝鮮語Ⅰ） 10
地域言語Ａ（朝鮮語Ⅱ－１） １
地域言語Ａ（朝鮮語Ⅱ－２） １
地域言語Ａ（朝鮮語Ⅱ－３） １
地域言語Ａ（朝鮮語Ⅱ－４） １
地域言語Ａ（朝鮮語Ⅱ－５） １
地域言語Ａ（朝鮮語Ⅱ－６） １
地域言語Ａ（朝鮮語Ⅱ－７） １
地域言語Ａ（朝鮮語Ⅱ－８） １
地域言語Ａ（朝鮮語Ⅱ－９） １
地域言語Ａ（朝鮮語Ⅱ－10） １
地域言語Ａ（朝鮮語Ⅲ－１） １
地域言語Ａ（朝鮮語Ⅲ－２） １
地域言語Ａ（朝鮮語Ⅲ－３） １
地域言語Ａ（朝鮮語Ⅲ－４） １
地域言語Ａ（朝鮮語Ⅲ－５） １
地域言語Ａ（朝鮮語Ⅲ－６） １
地域言語Ａ（朝鮮語Ⅲ－７） １
地域言語Ａ（朝鮮語Ⅲ－８） １

ポ
ー
ラ
ン
ド
語
類

地域言語Ａ（ポーランド語Ⅰ－１） １
地域言語Ａ（ポーランド語Ⅰ－２） １
地域言語Ａ（ポーランド語Ⅰ－３） １
地域言語Ａ（ポーランド語Ⅰ－４） １
地域言語Ａ（ポーランド語Ⅰ－５） １
地域言語Ａ（ポーランド語Ⅰ－６） １
地域言語Ａ（ポーランド語Ⅰ－７） １
地域言語Ａ（ポーランド語Ⅰ－８） １
地域言語Ａ（ポーランド語Ⅰ－９） １
地域言語Ａ（ポーランド語Ⅰ－10） １
地域言語Ａ（ポーランド語Ⅱ－１） １
地域言語Ａ（ポーランド語Ⅱ－２） １
地域言語Ａ（ポーランド語Ⅱ－３） １
地域言語Ａ（ポーランド語Ⅱ－４） １
地域言語Ａ（ポーランド語Ⅱ－５） １
地域言語Ａ（ポーランド語Ⅱ－６） １
地域言語Ａ（ポーランド語Ⅱ－７） １



類 授業科目 単位

ポ
ー
ラ
ン
ド
語
類

地域言語Ａ（ポーランド語Ⅱ－８） １
地域言語Ａ（ポーランド語Ⅱ－９） １
地域言語Ａ（ポーランド語Ⅱ－10） １
地域言語Ａ（ポーランド語Ⅲ－１） １
地域言語Ａ（ポーランド語Ⅲ－２） １
地域言語Ａ（ポーランド語Ⅲ－３） １
地域言語Ａ（ポーランド語Ⅲ－４） １
地域言語Ａ（ポーランド語Ⅲ－５） １
地域言語Ａ（ポーランド語Ⅲ－６） １
地域言語Ａ（ポーランド語Ⅲ－７） １
地域言語Ａ（ポーランド語Ⅲ－８） １

チ
ェ
コ
語
類

地域言語Ａ（チェコ語Ⅰ－１） １
地域言語Ａ（チェコ語Ⅰ－２） １
地域言語Ａ（チェコ語Ⅰ－３） １
地域言語Ａ（チェコ語Ⅰ－４） １
地域言語Ａ（チェコ語Ⅰ－５） １
地域言語Ａ（チェコ語Ⅰ－６） １
地域言語Ａ（チェコ語Ⅰ－７） １
地域言語Ａ（チェコ語Ⅰ－８） １
地域言語Ａ（チェコ語Ⅰ－９） １
地域言語Ａ（チェコ語Ⅰ－10） １
地域言語Ａ（チェコ語Ⅱ－１） １
地域言語Ａ（チェコ語Ⅱ－２） １
地域言語Ａ（チェコ語Ⅱ－３） １
地域言語Ａ（チェコ語Ⅱ－４） １
地域言語Ａ（チェコ語Ⅱ－５） １
地域言語Ａ（チェコ語Ⅱ－６） １
地域言語Ａ（チェコ語Ⅱ－７） １
地域言語Ａ（チェコ語Ⅱ－８） １
地域言語Ａ（チェコ語Ⅱ－９） １
地域言語Ａ（チェコ語Ⅱ－10） １
地域言語Ａ（チェコ語Ⅲ－１） １
地域言語Ａ（チェコ語Ⅲ－２） １
地域言語Ａ（チェコ語Ⅲ－３） １
地域言語Ａ（チェコ語Ⅲ－４） １
地域言語Ａ（チェコ語Ⅲ－５） １
地域言語Ａ（チェコ語Ⅲ－６） １
地域言語Ａ（チェコ語Ⅲ－７） １
地域言語Ａ（チェコ語Ⅲ－８） １

モ
ン
ゴ
ル
語
類

地域言語Ａ（モンゴル語Ⅰ－１） １
地域言語Ａ（モンゴル語Ⅰ－２） １
地域言語Ａ（モンゴル語Ⅰ－３） １
地域言語Ａ（モンゴル語Ⅰ－４） １
地域言語Ａ（モンゴル語Ⅰ－５） １
地域言語Ａ（モンゴル語Ⅰ－６） １
地域言語Ａ（モンゴル語Ⅰ－７） １
地域言語Ａ（モンゴル語Ⅰ－８） １
地域言語Ａ（モンゴル語Ⅰ－９） １
地域言語Ａ（モンゴル語Ⅰ－10） １
地域言語Ａ（モンゴル語Ⅱ－１） １

類 授業科目 単位

モ
ン
ゴ
ル
語
類

地域言語Ａ（モンゴル語Ⅱ－２） １
地域言語Ａ（モンゴル語Ⅱ－３） １
地域言語Ａ（モンゴル語Ⅱ－４） １
地域言語Ａ（モンゴル語Ⅱ－５） １
地域言語Ａ（モンゴル語Ⅱ－６） １
地域言語Ａ（モンゴル語Ⅱ－７） １
地域言語Ａ（モンゴル語Ⅱ－８） １
地域言語Ａ（モンゴル語Ⅱ－９） １
地域言語Ａ（モンゴル語Ⅱ－10） １
地域言語Ａ（モンゴル語Ⅲ－１） １
地域言語Ａ（モンゴル語Ⅲ－２） １
地域言語Ａ（モンゴル語Ⅲ－３） １
地域言語Ａ（モンゴル語Ⅲ－４） １
地域言語Ａ（モンゴル語Ⅲ－５） １
地域言語Ａ（モンゴル語Ⅲ－６） １
地域言語Ａ（モンゴル語Ⅲ－７） １
地域言語Ａ（モンゴル語Ⅲ－８） １

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
類

地域言語Ａ（インドネシア語Ⅰ－１） １
地域言語Ａ（インドネシア語Ⅰ－２） １
地域言語Ａ（インドネシア語Ⅰ－３） １
地域言語Ａ（インドネシア語Ⅰ－４） １
地域言語Ａ（インドネシア語Ⅰ－５） １
地域言語Ａ（インドネシア語Ⅰ－６） １
地域言語Ａ（インドネシア語Ⅰ－７） １
地域言語Ａ（インドネシア語Ⅰ－８） １
地域言語Ａ（インドネシア語Ⅰ－９） １
地域言語Ａ（インドネシア語Ⅰ－10） １
地域言語Ａ（インドネシア語Ⅱ－１） １
地域言語Ａ（インドネシア語Ⅱ－２） １
地域言語Ａ（インドネシア語Ⅱ－３） １
地域言語Ａ（インドネシア語Ⅱ－４） １
地域言語Ａ（インドネシア語Ⅱ－５） １
地域言語Ａ（インドネシア語Ⅱ－６） １
地域言語Ａ（インドネシア語Ⅱ－７） １
地域言語Ａ（インドネシア語Ⅱ－８） １
地域言語Ａ（インドネシア語Ⅱ－９） １
地域言語Ａ（インドネシア語Ⅱ－10） １
地域言語Ａ（インドネシア語Ⅲ－１） １
地域言語Ａ（インドネシア語Ⅲ－２） １
地域言語Ａ（インドネシア語Ⅲ－３） １
地域言語Ａ（インドネシア語Ⅲ－４） １
地域言語Ａ（インドネシア語Ⅲ－５） １
地域言語Ａ（インドネシア語Ⅲ－６） １
地域言語Ａ（インドネシア語Ⅲ－７） １
地域言語Ａ（インドネシア語Ⅲ－８） １

マ
レ
ー
シ
ア
語
類

地域言語Ａ（マレーシア語Ⅰ－１） １
地域言語Ａ（マレーシア語Ⅰ－２） １
地域言語Ａ（マレーシア語Ⅰ－３） １
地域言語Ａ（マレーシア語Ⅰ－４） １
地域言語Ａ（マレーシア語Ⅰ－５） １



類 授業科目 単位

マ
レ
ー
シ
ア
語
類

地域言語Ａ（マレーシア語Ⅰ－６） １
地域言語Ａ（マレーシア語Ⅰ－７） １
地域言語Ａ（マレーシア語Ⅰ－８） １
地域言語Ａ（マレーシア語Ⅰ－９） １
地域言語Ａ（マレーシア語Ⅰ－10） １
地域言語Ａ（マレーシア語Ⅱ－１） １
地域言語Ａ（マレーシア語Ⅱ－２） １
地域言語Ａ（マレーシア語Ⅱ－３） １
地域言語Ａ（マレーシア語Ⅱ－４） １
地域言語Ａ（マレーシア語Ⅱ－５） １
地域言語Ａ（マレーシア語Ⅱ－６） １
地域言語Ａ（マレーシア語Ⅱ－７） １
地域言語Ａ（マレーシア語Ⅱ－８） １
地域言語Ａ（マレーシア語Ⅱ－９） １
地域言語Ａ（マレーシア語Ⅱ－10） １
地域言語Ａ（マレーシア語Ⅲ－１） １
地域言語Ａ（マレーシア語Ⅲ－２） １
地域言語Ａ（マレーシア語Ⅲ－３） １
地域言語Ａ（マレーシア語Ⅲ－４） １
地域言語Ａ（マレーシア語Ⅲ－５） １
地域言語Ａ（マレーシア語Ⅲ－６） １
地域言語Ａ（マレーシア語Ⅲ－７） １
地域言語Ａ（マレーシア語Ⅲ－８） １

フ
ィ
リ
ピ
ン
語
類

地域言語Ａ（フィリピン語Ⅰ－１） １
地域言語Ａ（フィリピン語Ⅰ－２） １
地域言語Ａ（フィリピン語Ⅰ－３） １
地域言語Ａ（フィリピン語Ⅰ－４） １
地域言語Ａ（フィリピン語Ⅰ－５） １
地域言語Ａ（フィリピン語Ⅰ－６） １
地域言語Ａ（フィリピン語Ⅰ－７） １
地域言語Ａ（フィリピン語Ⅰ－８） １
地域言語Ａ（フィリピン語Ⅰ－９） １
地域言語Ａ（フィリピン語Ⅰ－10） １
地域言語Ａ（フィリピン語Ⅱ－１） １
地域言語Ａ（フィリピン語Ⅱ－２） １
地域言語Ａ（フィリピン語Ⅱ－３） １
地域言語Ａ（フィリピン語Ⅱ－４） １
地域言語Ａ（フィリピン語Ⅱ－５） １
地域言語Ａ（フィリピン語Ⅱ－６） １
地域言語Ａ（フィリピン語Ⅱ－７） １
地域言語Ａ（フィリピン語Ⅱ－８） １
地域言語Ａ（フィリピン語Ⅱ－９） １
地域言語Ａ（フィリピン語Ⅱ－10） １
地域言語Ａ（フィリピン語Ⅲ－１） １
地域言語Ａ（フィリピン語Ⅲ－２） １
地域言語Ａ（フィリピン語Ⅲ－３） １
地域言語Ａ（フィリピン語Ⅲ－４） １
地域言語Ａ（フィリピン語Ⅲ－５） １
地域言語Ａ（フィリピン語Ⅲ－６） １
地域言語Ａ（フィリピン語Ⅲ－７） １

類 授業科目 単位
フ
ィ
リ
ピ

ン
語
類

地域言語Ａ（フィリピン語Ⅲ－８） １

タ
イ
語
類

地域言語Ａ（タイ語Ⅰ－１） １
地域言語Ａ（タイ語Ⅰ－２） １
地域言語Ａ（タイ語Ⅰ－３） １
地域言語Ａ（タイ語Ⅰ－４） １
地域言語Ａ（タイ語Ⅰ－５） １
地域言語Ａ（タイ語Ⅰ－６） １
地域言語Ａ（タイ語Ⅰ－７） １
地域言語Ａ（タイ語Ⅰ－８） １
地域言語Ａ（タイ語Ⅰ－９） １
地域言語Ａ（タイ語Ⅰ－10） １
地域言語Ａ（タイ語Ⅱ－１） １
地域言語Ａ（タイ語Ⅱ－２） １
地域言語Ａ（タイ語Ⅱ－３） １
地域言語Ａ（タイ語Ⅱ－４） １
地域言語Ａ（タイ語Ⅱ－５） １
地域言語Ａ（タイ語Ⅱ－６） １
地域言語Ａ（タイ語Ⅱ－７） １
地域言語Ａ（タイ語Ⅱ－８） １
地域言語Ａ（タイ語Ⅱ－９） １
地域言語Ａ（タイ語Ⅱ－10） １
地域言語Ａ（タイ語Ⅲ－１） １
地域言語Ａ（タイ語Ⅲ－２） １
地域言語Ａ（タイ語Ⅲ－３） １
地域言語Ａ（タイ語Ⅲ－４） １
地域言語Ａ（タイ語Ⅲ－５） １
地域言語Ａ（タイ語Ⅲ－６） １
地域言語Ａ（タイ語Ⅲ－７） １
地域言語Ａ（タイ語Ⅲ－８） １

ラ
オ
ス
語
類

地域言語Ａ（ラオス語Ⅰ－１） １
地域言語Ａ（ラオス語Ⅰ－２） １
地域言語Ａ（ラオス語Ⅰ－３） １
地域言語Ａ（ラオス語Ⅰ－４） １
地域言語Ａ（ラオス語Ⅰ－５） １
地域言語Ａ（ラオス語Ⅰ－６） １
地域言語Ａ（ラオス語Ⅰ－７） １
地域言語Ａ（ラオス語Ⅰ－８） １
地域言語Ａ（ラオス語Ⅰ－９） １
地域言語Ａ（ラオス語Ⅰ－10） １
地域言語Ａ（ラオス語Ⅱ－１） １
地域言語Ａ（ラオス語Ⅱ－２） １
地域言語Ａ（ラオス語Ⅱ－３） １
地域言語Ａ（ラオス語Ⅱ－４） １
地域言語Ａ（ラオス語Ⅱ－５） １
地域言語Ａ（ラオス語Ⅱ－６） １
地域言語Ａ（ラオス語Ⅱ－７） １
地域言語Ａ（ラオス語Ⅱ－８） １
地域言語Ａ（ラオス語Ⅱ－９） １
地域言語Ａ（ラオス語Ⅱ－10） １
地域言語Ａ（ラオス語Ⅲ－１） １



類 授業科目 単位

ラ
オ
ス
語
類

地域言語Ａ（ラオス語Ⅲ－２） １
地域言語Ａ（ラオス語Ⅲ－３） １
地域言語Ａ（ラオス語Ⅲ－４） １
地域言語Ａ（ラオス語Ⅲ－５） １
地域言語Ａ（ラオス語Ⅲ－６） １
地域言語Ａ（ラオス語Ⅲ－７） １
地域言語Ａ（ラオス語Ⅲ－８） １

ベ
ト
ナ
ム
語
類

地域言語Ａ（ベトナム語Ⅰ－１） １
地域言語Ａ（ベトナム語Ⅰ－２） １
地域言語Ａ（ベトナム語Ⅰ－３） １
地域言語Ａ（ベトナム語Ⅰ－４） １
地域言語Ａ（ベトナム語Ⅰ－５） １
地域言語Ａ（ベトナム語Ⅰ－６） １
地域言語Ａ（ベトナム語Ⅰ－７） １
地域言語Ａ（ベトナム語Ⅰ－８） １
地域言語Ａ（ベトナム語Ⅰ－９） １
地域言語Ａ（ベトナム語Ⅰ－10） １
地域言語Ａ（ベトナム語Ⅱ－１） １
地域言語Ａ（ベトナム語Ⅱ－２） １
地域言語Ａ（ベトナム語Ⅱ－３） １
地域言語Ａ（ベトナム語Ⅱ－４） １
地域言語Ａ（ベトナム語Ⅱ－５） １
地域言語Ａ（ベトナム語Ⅱ－６） １
地域言語Ａ（ベトナム語Ⅱ－７） １
地域言語Ａ（ベトナム語Ⅱ－８） １
地域言語Ａ（ベトナム語Ⅱ－９） １
地域言語Ａ（ベトナム語Ⅱ－10） １
地域言語Ａ（ベトナム語Ⅲ－１） １
地域言語Ａ（ベトナム語Ⅲ－２） １
地域言語Ａ（ベトナム語Ⅲ－３） １
地域言語Ａ（ベトナム語Ⅲ－４） １
地域言語Ａ（ベトナム語Ⅲ－５） １
地域言語Ａ（ベトナム語Ⅲ－６） １
地域言語Ａ（ベトナム語Ⅲ－７） １
地域言語Ａ（ベトナム語Ⅲ－８） １

カ
ン
ボ
ジ
ア
語
類

地域言語Ａ（カンボジア語Ⅰ－１） １
地域言語Ａ（カンボジア語Ⅰ－２） １
地域言語Ａ（カンボジア語Ⅰ－３） １
地域言語Ａ（カンボジア語Ⅰ－４） １
地域言語Ａ（カンボジア語Ⅰ－５） １
地域言語Ａ（カンボジア語Ⅰ－６） １
地域言語Ａ（カンボジア語Ⅰ－７） １
地域言語Ａ（カンボジア語Ⅰ－８） １
地域言語Ａ（カンボジア語Ⅰ－９） １
地域言語Ａ（カンボジア語Ⅰ－10） １
地域言語Ａ（カンボジア語Ⅱ－１） １
地域言語Ａ（カンボジア語Ⅱ－２） １
地域言語Ａ（カンボジア語Ⅱ－３） １
地域言語Ａ（カンボジア語Ⅱ－４） １
地域言語Ａ（カンボジア語Ⅱ－５） １

類 授業科目 単位

カ
ン
ボ
ジ
ア
語
類

地域言語Ａ（カンボジア語Ⅱ－６） １
地域言語Ａ（カンボジア語Ⅱ－７） １
地域言語Ａ（カンボジア語Ⅱ－８） １
地域言語Ａ（カンボジア語Ⅱ－９） １
地域言語Ａ（カンボジア語Ⅱ－10） １
地域言語Ａ（カンボジア語Ⅱ－11） １
地域言語Ａ（カンボジア語Ⅲ－１） １
地域言語Ａ（カンボジア語Ⅲ－２） １
地域言語Ａ（カンボジア語Ⅲ－３） １
地域言語Ａ（カンボジア語Ⅲ－４） １
地域言語Ａ（カンボジア語Ⅲ－５） １
地域言語Ａ（カンボジア語Ⅲ－６） １
地域言語Ａ（カンボジア語Ⅲ－７） １
地域言語Ａ（カンボジア語Ⅲ－８） １

ビ
ル
マ
語
類

地域言語Ａ（ビルマ語Ⅰ－１） １
地域言語Ａ（ビルマ語Ⅰ－２） １
地域言語Ａ（ビルマ語Ⅰ－３） １
地域言語Ａ（ビルマ語Ⅰ－４） １
地域言語Ａ（ビルマ語Ⅰ－５） １
地域言語Ａ（ビルマ語Ⅰ－６） １
地域言語Ａ（ビルマ語Ⅰ－７） １
地域言語Ａ（ビルマ語Ⅰ－８） １
地域言語Ａ（ビルマ語Ⅰ－９） １
地域言語Ａ（ビルマ語Ⅰ－10） １
地域言語Ａ（ビルマ語Ⅱ－１） １
地域言語Ａ（ビルマ語Ⅱ－２） １
地域言語Ａ（ビルマ語Ⅱ－３） １
地域言語Ａ（ビルマ語Ⅱ－４） １
地域言語Ａ（ビルマ語Ⅱ－５） １
地域言語Ａ（ビルマ語Ⅱ－６） １
地域言語Ａ（ビルマ語Ⅱ－７） １
地域言語Ａ（ビルマ語Ⅱ－８） １
地域言語Ａ（ビルマ語Ⅱ－９） １
地域言語Ａ（ビルマ語Ⅱ－10） １
地域言語Ａ（ビルマ語Ⅲ－１） １
地域言語Ａ（ビルマ語Ⅲ－２） １
地域言語Ａ（ビルマ語Ⅲ－３） １
地域言語Ａ（ビルマ語Ⅲ－４） １
地域言語Ａ（ビルマ語Ⅲ－５） １
地域言語Ａ（ビルマ語Ⅲ－６） １
地域言語Ａ（ビルマ語Ⅲ－７） １
地域言語Ａ（ビルマ語Ⅲ－８） １

ウ
ル
ド
ゥ
ー
語
類

地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅰ－１） １
地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅰ－２） １
地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅰ－３） １
地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅰ－４） １
地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅰ－５） １
地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅰ－６） １
地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅰ－７） １
地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅰ－８） １



類 授業科目 単位

ウ
ル
ド
ゥ
ー
語
類

地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅰ－９） １
地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅰ－10） １
地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅱ－１） １
地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅱ－２） １
地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅱ－３） １
地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅱ－４） １
地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅱ－５） １
地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅱ－６） １
地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅱ－７） １
地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅱ－８） １
地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅱ－９） １
地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅱ－10） １
地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅲ－１） １
地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅲ－２） １
地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅲ－３） １
地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅲ－４） １
地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅲ－５） １
地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅲ－６） １
地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅲ－７） １
地域言語Ａ（ウルドゥー語Ⅲ－８） １

ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
類

地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅰ－１） １
地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅰ－２） １
地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅰ－３） １
地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅰ－４） １
地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅰ－５） １
地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅰ－６） １
地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅰ－７） １
地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅰ－８） １
地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅰ－９） １
地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅰ－10） １
地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅱ－１） １
地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅱ－２） １
地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅱ－３） １
地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅱ－４） １
地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅱ－５） １
地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅱ－６） １
地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅱ－７） １
地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅱ－８） １
地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅱ－９） １
地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅱ－10） １
地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅲ－１） １
地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅲ－２） １
地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅲ－３） １
地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅲ－４） １
地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅲ－５） １
地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅲ－６） １
地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅲ－７） １
地域言語Ａ（ヒンディー語Ⅲ－８） １

類 授業科目 単位

ベ
ン
ガ
ル
語
類

地域言語Ａ（ベンガル語Ⅰ－１） １
地域言語Ａ（ベンガル語Ⅰ－２） １
地域言語Ａ（ベンガル語Ⅰ－３） １
地域言語Ａ（ベンガル語Ⅰ－４） １
地域言語Ａ（ベンガル語Ⅰ－５） １
地域言語Ａ（ベンガル語Ⅰ－６） １
地域言語Ａ（ベンガル語Ⅰ－７） １
地域言語Ａ（ベンガル語Ⅰ－８） １
地域言語Ａ（ベンガル語Ⅰ－９） １
地域言語Ａ（ベンガル語Ⅰ－10） １
地域言語Ａ（ベンガル語Ⅱ－１） １
地域言語Ａ（ベンガル語Ⅱ－２） １
地域言語Ａ（ベンガル語Ⅱ－３） １
地域言語Ａ（ベンガル語Ⅱ－４） １
地域言語Ａ（ベンガル語Ⅱ－５） １
地域言語Ａ（ベンガル語Ⅱ－６） １
地域言語Ａ（ベンガル語Ⅱ－７） １
地域言語Ａ（ベンガル語Ⅱ－８） １
地域言語Ａ（ベンガル語Ⅱ－９） １
地域言語Ａ（ベンガル語Ⅱ－10） １
地域言語Ａ（ベンガル語Ⅲ－１） １
地域言語Ａ（ベンガル語Ⅲ－２） １
地域言語Ａ（ベンガル語Ⅲ－３） １
地域言語Ａ（ベンガル語Ⅲ－４） １
地域言語Ａ（ベンガル語Ⅲ－５） １
地域言語Ａ（ベンガル語Ⅲ－６） １
地域言語Ａ（ベンガル語Ⅲ－７） １
地域言語Ａ（ベンガル語Ⅲ－８） １

ア
ラ
ビ
ア
語
類

地域言語Ａ（アラビア語Ⅰ－１） １
地域言語Ａ（アラビア語Ⅰ－２） １
地域言語Ａ（アラビア語Ⅰ－３） １
地域言語Ａ（アラビア語Ⅰ－４） １
地域言語Ａ（アラビア語Ⅰ－５） １
地域言語Ａ（アラビア語Ⅰ－６） １
地域言語Ａ（アラビア語Ⅰ－７） １
地域言語Ａ（アラビア語Ⅰ－８） １
地域言語Ａ（アラビア語Ⅰ－９） １
地域言語Ａ（アラビア語Ⅰ－10） １
地域言語Ａ（アラビア語Ⅱ－１） １
地域言語Ａ（アラビア語Ⅱ－２） １
地域言語Ａ（アラビア語Ⅱ－３） １
地域言語Ａ（アラビア語Ⅱ－４） １
地域言語Ａ（アラビア語Ⅱ－５） １
地域言語Ａ（アラビア語Ⅱ－６） １
地域言語Ａ（アラビア語Ⅱ－７） １
地域言語Ａ（アラビア語Ⅱ－８） １
地域言語Ａ（アラビア語Ⅱ－９） １
地域言語Ａ（アラビア語Ⅱ－10） １
地域言語Ａ（アラビア語Ⅲ－１） １
地域言語Ａ（アラビア語Ⅲ－２） １



類 授業科目 単位

ア
ラ
ビ
ア
語
類

地域言語Ａ（アラビア語Ⅲ－３） １
地域言語Ａ（アラビア語Ⅲ－４） １
地域言語Ａ（アラビア語Ⅲ－５） １
地域言語Ａ（アラビア語Ⅲ－６） １
地域言語Ａ（アラビア語Ⅲ－７） １
地域言語Ａ（アラビア語Ⅲ－８） １

ペ
ル
シ
ア
語
類

地域言語Ａ（ペルシア語Ⅰ－１） １
地域言語Ａ（ペルシア語Ⅰ－２） １
地域言語Ａ（ペルシア語Ⅰ－３） １
地域言語Ａ（ペルシア語Ⅰ－４） １
地域言語Ａ（ペルシア語Ⅰ－５） １
地域言語Ａ（ペルシア語Ⅰ－６） １
地域言語Ａ（ペルシア語Ⅰ－７） １
地域言語Ａ（ペルシア語Ⅰ－８） １
地域言語Ａ（ペルシア語Ⅰ－９） １
地域言語Ａ（ペルシア語Ⅰ－10） １
地域言語Ａ（ペルシア語Ⅱ－１） １
地域言語Ａ（ペルシア語Ⅱ－２） １
地域言語Ａ（ペルシア語Ⅱ－３） １
地域言語Ａ（ペルシア語Ⅱ－４） １
地域言語Ａ（ペルシア語Ⅱ－５） １
地域言語Ａ（ペルシア語Ⅱ－６） １
地域言語Ａ（ペルシア語Ⅱ－７） １
地域言語Ａ（ペルシア語Ⅱ－８） １
地域言語Ａ（ペルシア語Ⅱ－９） １
地域言語Ａ（ペルシア語Ⅱ－10） １
地域言語Ａ（ペルシア語Ⅲ－１） １
地域言語Ａ（ペルシア語Ⅲ－２） １
地域言語Ａ（ペルシア語Ⅲ－３） １
地域言語Ａ（ペルシア語Ⅲ－４） １
地域言語Ａ（ペルシア語Ⅲ－５） １
地域言語Ａ（ペルシア語Ⅲ－６） １
地域言語Ａ（ペルシア語Ⅲ－７） １
地域言語Ａ（ペルシア語Ⅲ－８） １

ト
ル
コ
語
類

地域言語Ａ（トルコ語Ⅰ－１） １
地域言語Ａ（トルコ語Ⅰ－２） １
地域言語Ａ（トルコ語Ⅰ－３） １
地域言語Ａ（トルコ語Ⅰ－４） １
地域言語Ａ（トルコ語Ⅰ－５） １
地域言語Ａ（トルコ語Ⅰ－６） １
地域言語Ａ（トルコ語Ⅰ－７） １
地域言語Ａ（トルコ語Ⅰ－８） １
地域言語Ａ（トルコ語Ⅰ－９） １
地域言語Ａ（トルコ語Ⅰ－10） １
地域言語Ａ（トルコ語Ⅱ－１） １
地域言語Ａ（トルコ語Ⅱ－２） １
地域言語Ａ（トルコ語Ⅱ－３） １
地域言語Ａ（トルコ語Ⅱ－４） １
地域言語Ａ（トルコ語Ⅱ－５） １
地域言語Ａ（トルコ語Ⅱ－６） １

類 授業科目 単位

ト
ル
コ
語
類

地域言語Ａ（トルコ語Ⅱ－７） １
地域言語Ａ（トルコ語Ⅱ－８） １
地域言語Ａ（トルコ語Ⅱ－９） １
地域言語Ａ（トルコ語Ⅱ－10） １
地域言語Ａ（トルコ語Ⅲ－１） １
地域言語Ａ（トルコ語Ⅲ－２） １
地域言語Ａ（トルコ語Ⅲ－３） １
地域言語Ａ（トルコ語Ⅲ－４） １
地域言語Ａ（トルコ語Ⅲ－５） １
地域言語Ａ（トルコ語Ⅲ－６） １
地域言語Ａ（トルコ語Ⅲ－７） １
地域言語Ａ（トルコ語Ⅲ－８） １

日
本
語
類

地域言語Ａ（日本語Ⅰ） 10
地域言語Ａ（日本語Ⅰ－１） 14
地域言語Ａ（日本語Ⅱ－１） １
地域言語Ａ（日本語Ⅱ－２） １
地域言語Ａ（日本語Ⅱ－３） １
地域言語Ａ（日本語Ⅱ－４） １
地域言語Ａ（日本語Ⅱ－５） １
地域言語Ａ（日本語Ⅱ－６） １
地域言語Ａ（日本語Ⅱ－７） １
地域言語Ａ（日本語Ⅱ－８） １
地域言語Ａ（日本語Ⅱ－９） １
地域言語Ａ（日本語Ⅱ－10） １
地域言語Ａ（日本語総合－１） 10
地域言語Ａ（日本語総合－２） 10
地域言語Ａ（日本語総合－３） ５
地域言語Ａ（日本語総合－４） ５
地域言語Ａ（日本語総合－５） ５
地域言語Ａ（日本語総合－６） ３
地域言語Ａ（日本語総合－７） ２
地域言語Ａ（日本語技能・語彙文法－１） １
地域言語Ａ（日本語技能・語彙文法－２） １
地域言語Ａ（日本語技能・語彙文法－３） １
地域言語Ａ（日本語技能・語彙文法－４） １
地域言語Ａ（日本語技能・語彙文法－５） １
地域言語Ａ（日本語技能・語彙文法－６） １
地域言語Ａ（日本語技能・語彙文法－７） １
地域言語Ａ（日本語技能・読解－１） １
地域言語Ａ（日本語技能・読解－２） １
地域言語Ａ（日本語技能・読解－３） １
地域言語Ａ（日本語技能・読解－４） １
地域言語Ａ（日本語技能・読解－５） １
地域言語Ａ（日本語技能・読解－６） １
地域言語Ａ（日本語技能・読解－７） １
地域言語Ａ（日本語技能・読解－８） １
地域言語Ａ（日本語技能・聴解－１） １
地域言語Ａ（日本語技能・聴解－２） １
地域言語Ａ（日本語技能・聴解－３） １
地域言語Ａ（日本語技能・聴解－４） １



類 授業科目 単位

日
本
語
類

地域言語Ａ（日本語技能・聴解－５） １
地域言語Ａ（日本語技能・聴解－６） １
地域言語Ａ（日本語技能・聴解－７） １
地域言語Ａ（日本語技能・聴解－８） １
地域言語Ａ（日本語技能・文章表現－１） １
地域言語Ａ（日本語技能・文章表現－２） １
地域言語Ａ（日本語技能・文章表現－３） １
地域言語Ａ（日本語技能・文章表現－４） １
地域言語Ａ（日本語技能・文章表現－５） １
地域言語Ａ（日本語技能・文章表現－６） １
地域言語Ａ（日本語技能・文章表現－７） １
地域言語Ａ（日本語技能・文章表現－８） １
地域言語Ａ（日本語技能・口頭表現－１） １
地域言語Ａ（日本語技能・口頭表現－２） １
地域言語Ａ（日本語技能・口頭表現－３） １
地域言語Ａ（日本語技能・口頭表現－４） １
地域言語Ａ（日本語技能・口頭表現－５） １
地域言語Ａ（日本語技能・口頭表現－６） １
地域言語Ａ（日本語技能・口頭表現－７） １
地域言語Ａ（日本語技能・口頭表現－８） １
地域言語Ａ（日本語技能・ビジネス日本－１） １
地域言語Ａ（日本語技能・ビジネス日本－２） １
地域言語Ａ（日本語技能・文学日本語） １
地域言語Ａ（日本語技能・時事－１） １
地域言語Ａ（日本語技能・時事－２） １
地域言語Ａ（日本語技能・時事－３） １
地域言語Ａ（日本語技能・漢字－１） １
地域言語Ａ（日本語技能・漢字－２） １
地域言語Ａ（日本語技能・漢字－３） １
地域言語Ａ（日本語技能・漢字－４） １
地域言語Ａ（日本語技能・発音） １
地域言語Ａ（ウズベク語－１） １
地域言語Ａ（ウズベク語－２） １
地域言語Ａ（ウズベク語－３） １
地域言語Ａ（ウズベク語－４） １
地域言語Ａ（ウズベク語－５） １
地域言語Ａ（ウズベク語－６） １
地域言語Ａ（ウズベク語－７） １
地域言語Ａ（ウズベク語－８） １
地域言語Ａ（ウズベク語－９） １
地域言語Ａ（ウズベク語－10） １
地域言語Ａ（ウズベク語－11） １
地域言語Ａ（ウズベク語－12） １
地域言語Ｃ（アフリカ諸語１） １
地域言語Ｃ（アフリカ諸語２） １
地域言語Ｃ（ヨーロッパ諸語１） １
地域言語Ｃ（ヨーロッパ諸語２） １
地域言語Ｃ（アジア諸語１） １
地域言語Ｃ（アジア諸語２） １
地域言語Ｃ（オセアニア諸語１） １

授業科目 単位

英語Ａ１ 1
英語Ａ２ 1
英語Ａ３ 1
英語Ａ４ 1
英語Ｂ１ 1
英語Ｂ２ 1
英語Ｂ３ 1
英語Ｂ４ 1
英語Ｃ１ 1
英語Ｃ２ 1
英語Ｃ３ 1
英語Ｃ４ 1

別表２（第３条関係）
ＧＬＩＰ英語科目

別表３（第３条関係）
教養外国語

授業科目 単位

教養外国語（ドイツ語Ａ１） 1
教養外国語（ドイツ語Ａ２） 1
教養外国語（ドイツ語Ａ３） 1
教養外国語（ドイツ語Ａ４） 1
教養外国語（ドイツ語Ｂ１） 1
教養外国語（ドイツ語Ｂ２） 1
教養外国語（ドイツ語Ｂ３） 1
教養外国語（ドイツ語Ｂ４） 1
教養外国語（フランス語Ａ１） 1
教養外国語（フランス語Ａ２） 1
教養外国語（フランス語Ａ３） 1
教養外国語（フランス語Ａ４） 1
教養外国語（フランス語Ｂ１） 1
教養外国語（フランス語Ｂ２） 1
教養外国語（フランス語Ｂ３） 1
教養外国語（フランス語Ｂ４） 1
教養外国語（イタリア語Ａ１） 1
教養外国語（イタリア語Ａ２） 1
教養外国語（イタリア語Ａ３） 1
教養外国語（イタリア語Ａ４） 1
教養外国語（イタリア語Ｂ１） 1
教養外国語（イタリア語Ｂ２） 1
教養外国語（イタリア語Ｂ３） 1
教養外国語（イタリア語Ｂ４） 1
教養外国語（スペイン語Ａ１） 1
教養外国語（スペイン語Ａ２） 1
教養外国語（スペイン語Ａ３） 1
教養外国語（スペイン語Ａ４） 1
教養外国語（スペイン語Ｂ１） 1
教養外国語（スペイン語Ｂ２） 1
教養外国語（スペイン語Ｂ３） 1
教養外国語（スペイン語Ｂ４） 1



授業科目 単位

教養外国語（ポルトガル語Ａ１） 1
教養外国語（ポルトガル語Ａ２） 1
教養外国語（ポルトガル語Ａ３） 1
教養外国語（ポルトガル語Ａ４） 1
教養外国語（ポルトガル語Ｂ１） 1
教養外国語（ポルトガル語Ｂ２） 1
教養外国語（ポルトガル語Ｂ３） 1
教養外国語（ポルトガル語Ｂ４） 1
教養外国語（ロシア語Ａ１） 1
教養外国語（ロシア語Ａ２） 1
教養外国語（ロシア語Ａ３） 1
教養外国語（ロシア語Ａ４） 1
教養外国語（ロシア語Ｂ１） 1
教養外国語（ロシア語Ｂ２） 1
教養外国語（ロシア語Ｂ３） 1
教養外国語（ロシア語Ｂ４） 1
教養外国語（中国語Ａ１） 1
教養外国語（中国語Ａ２） 1
教養外国語（中国語Ａ３） 1
教養外国語（中国語Ａ４） 1
教養外国語（中国語Ｂ１） 1
教養外国語（中国語Ｂ２） 1
教養外国語（中国語Ｂ３） 1
教養外国語（中国語Ｂ４） 1
教養外国語（朝鮮語Ａ１） 1
教養外国語（朝鮮語Ａ２） 1
教養外国語（朝鮮語Ａ３） 1
教養外国語（朝鮮語Ａ４） 1
教養外国語（朝鮮語Ｂ１） 1
教養外国語（朝鮮語Ｂ２） 1
教養外国語（朝鮮語Ｂ３） 1
教養外国語（朝鮮語Ｂ４） 1
教養外国語（アラビア語Ａ１） 1
教養外国語（アラビア語Ａ２） 1
教養外国語（アラビア語Ａ３） 1
教養外国語（アラビア語Ａ４） 1
教養外国語（アラビア語Ｂ１） 1
教養外国語（アラビア語Ｂ２） 1
教養外国語（アラビア語Ｂ３） 1
教養外国語（アラビア語Ｂ４） 1

授業科目 単位

地域基礎２Ａ（中央ヨーロッパ４） ２
地域基礎２Ａ（中央ヨーロッパ５） ２
地域基礎２Ａ（中央ヨーロッパ６） ２
地域基礎２Ｂ（中央ヨーロッパ１） ２
地域基礎２Ａ（西南ヨーロッパ１） ２
地域基礎２Ａ（西南ヨーロッパ２） ２
地域基礎２Ａ（西南ヨーロッパ３） ２
地域基礎２Ａ（西南ヨーロッパ４） ２
地域基礎２Ａ（西南ヨーロッパ５） ２
地域基礎２Ａ（西南ヨーロッパ６） ２
地域基礎２Ａ（西南ヨーロッパ７） ２
地域基礎２Ａ（西南ヨーロッパ８） ２
地域基礎２Ａ（西南ヨーロッパ９） ２
地域基礎２Ｂ（西南ヨーロッパ１） ２
地域基礎２Ｂ（西南ヨーロッパ２） ２
地域基礎１Ａ（ロシア１） ２
地域基礎２Ａ（ロシア１） ２
地域基礎２Ａ（ロシア２） ２
地域基礎２Ａ（北アメリカ１） ２
地域基礎２Ａ（北アメリカ２） ２
地域基礎２Ａ（北アメリカ３） ２
地域基礎１Ａ（ラテンアメリカ１） ２
地域基礎２Ａ（ラテンアメリカ２） ２
地域基礎２Ａ（ラテンアメリカ３） ２
地域基礎１Ａ（日本１） ２
地域基礎２Ａ（日本１） ２
地域基礎２Ａ（日本２） ２
地域基礎２Ａ（日本３） ２
地域基礎２Ａ（日本４） ２
地域基礎２Ａ（東アジア１） ２
地域基礎２Ａ（東アジア２） ２
地域基礎２Ａ（東アジア３） ２
地域基礎２Ｂ（東アジア１） ２
地域基礎２Ｂ（東アジア２） ２
地域基礎２Ｂ（東アジア３） １
地域基礎１Ａ（東南アジア１） ２
地域基礎１Ｂ（東南アジア１） １
地域基礎１Ｂ（東南アジア２） １
地域基礎２Ａ（東南アジア１） ２
地域基礎２Ａ（東南アジア２） ２
地域基礎２Ａ（東南アジア３） ２
地域基礎２Ａ（東南アジア４） ２
地域基礎２Ａ（東南アジア５） ２
地域基礎２Ａ（東南アジア６） ２
地域基礎２Ａ（東南アジア７） ２
地域基礎２Ａ（東南アジア８） ２
地域基礎２Ａ（東南アジア９） ２
地域基礎２Ａ（東南アジア10） ２
地域基礎２Ａ（東南アジア11） ２
地域基礎２Ａ（東南アジア12） ２

別表４（第４条関係）
地域科目

授業科目 単位

地域基礎１Ａ（北西ヨーロッパ１） ２
地域基礎２Ａ（北西ヨーロッパ１） ２
地域基礎２Ａ（北西ヨーロッパ２） ２
地域基礎２Ａ（中央ヨーロッパ１） ２
地域基礎２Ａ（中央ヨーロッパ２） ２
地域基礎２Ａ（中央ヨーロッパ３） ２



別表５（第５条関係）
教養科目

授業科目 単位

基礎リテラシー １
基礎演習 ２
くらしと社会制度Ａ ２
くらしと社会制度Ｂ ２
くらしと健康Ａ ２
くらしと健康Ｂ ２
憲法を読み解くＡ ２
憲法を読み解くＢ ２
地球社会と共生１Ａ ２
地球社会と共生１Ｂ ２
地球社会と共生２Ａ ２
地球社会と共生２Ｂ ２
地球社会と共生Ｃ １
キャリアデザイン論１Ａ ２
キャリアデザイン論１Ｂ ２
キャリアデザイン論２Ａ ２
キャリアデザイン論２Ｂ ２
ことばの不思議Ａ ２
ことばの不思議Ｂ ２
ことばとコミュニケーションＡ ２
ことばとコミュニケーションＢ ２
世界のことばＡ ２
世界のことばＢ ２
文化のおもしろさＡ ２
文化のおもしろさＡ１ ２
文化のおもしろさＢ ２
文化のおもしろさＢ１ ２

授業科目 単位

地域基礎２Ａ（東南アジア13） ２
地域基礎２Ａ（東南アジア14） ２
地域基礎２Ａ（東南アジア15） ２
地域基礎２Ｂ（東南アジア16） ２
地域基礎１Ａ（南アジア１） ２
地域基礎１Ｂ（南アジア１） ２
地域基礎２Ａ（南アジア２） ２
地域基礎１Ｂ（中央アジア１） ２
地域基礎２Ａ（中央アジア１） ２
地域基礎２Ａ（中央アジア２） ２
地域基礎２Ａ（中央アジア３） ２
地域基礎２Ｂ（中央アジア５） ２
地域基礎２Ａ（西アジア・北アフリカ１） ２
地域基礎２Ａ（西アジア・北アフリカ２） ２
地域基礎２Ａ（西アジア・北アフリカ３） ２
地域基礎２Ａ（アフリカ１） ２
地域基礎２Ａ（アフリカ２） ２
地域基礎２Ｂ（アフリカ１） １
地域基礎２Ａ（オセアニア１） ２

授業科目 単位

世界の文化Ａ ２
世界の文化Ｂ ２
国際社会をひもとくＡ ２
国際社会をひもとくＢ ２
地域の視点からＡ ２
地域の視点からＢ ２
人間と環境Ａ ２
人間と環境Ａ１ ２
人間と環境Ｂ ２
こころの科学Ａ ２
こころの科学Ｂ ２
世界の中の日本Ａ ２
世界の中の日本Ｂ ２
短期海外留学 ２
スタディツアー ２
スポーツ・身体文化科目Ａ １
スポーツ・身体文化科目Ｂ １
情報技法Ａ ２
情報技法Ｂ ２

別表６（第６条関係）
社会科の教科に関する科目

教育職員免許法施行規則に
定める科目区分 左記に対応する開設授業科目 単位

日本史及び外国史

日本地域研究Ａ１ ２
日本地域研究Ａ２ ２
日本地域研究Ｂ２ ２
地域社会研究概論ⅡＢ ２
現代世界史論Ａ ２
現代世界史論Ｂ ２
ヨーロッパ地域研究Ａ１ ２
ヨーロッパ地域研究Ｂ２ ２
ヨーロッパ地域研究Ｂ３ ２
ヨーロッパ地域研究Ｂ４ ２
アメリカ地域研究Ａ１ ２
アメリカ地域研究Ｂ２ ２
ユーラシア地域研究Ａ２ ２
ユーラシア地域研究Ｂ１ ２
ユーラシア地域研究Ｂ３ ２
東アジア地域研究Ｂ ２
東南アジア地域研究Ａ１ ２
中東地域研究Ａ３ ２
中東地域研究Ｂ１ ２
中東地域研究Ｂ２ ２
南アジア地域研究Ａ１ ２
南アジア地域研究Ａ２ ２

地理学（地誌を含む。）
人文地理学Ａ ２
自然地理学Ｂ ２
地誌学Ａ ２

「法律学、政治学」 法学入門Ａ ２



教育職員免許法施行規則に
定める科目区分 左記に対応する開設授業科目 単位

「法律学、政治学」
国際法概論Ａ ２
政治理論Ａ ２
政治理論Ｂ ２

「社会学、経済学」

社会人類学Ａ ２
社会人類学Ｂ ２
社会学Ａ ２
社会学Ｂ ２
国際経済概論Ｂ ２

「哲学、倫理学、宗教学」

哲学・社会思想Ａ ２
哲学・社会思想Ｂ ２
文化のおもしろさＡ ２
文化のおもしろさＢ ２

別表７（第６条関係）
地理歴史科・公民科の教科に関する科目

教育職員免許法施行規則に
定める科目区分 左記に対応する開設授業科目 単位

地理歴史

日本史
日本地域研究Ａ１ ２
日本地域研究Ａ２ ２
日本地域研究Ｂ２ ２

外国史

地域社会研究概論ⅡＢ ２
現代世界史論Ａ ２
現代世界史論Ｂ ２
ヨーロッパ地域研究Ａ１ ２
ヨーロッパ地域研究Ｂ２ ２
ヨーロッパ地域研究Ｂ３ ２
ヨーロッパ地域研究Ｂ４ ２
アメリカ地域研究Ａ１ ２
アメリカ地域研究Ｂ２ ２
ユーラシア地域研究Ａ２ ２
ユーラシア地域研究Ｂ１ ２
ユーラシア地域研究Ｂ３ ２
東アジア地域研究Ｂ ２
東南アジア地域研究Ａ１ ２
中東地域研究Ａ３ ２
中東地域研究Ｂ１ ２
中東地域研究Ｂ２ ２
南アジア地域研究Ａ１ ２
南アジア地域研究Ａ２ ２

人文地理学及び
自然地理学

人文地理学Ａ ２
自然地理学Ｂ ２

地誌 地誌学Ａ ２

別表８（第６条関係）
教職に関する科目

教育職員免許法施行規則に定める
科目区分 左記に対応する

開設授業科目免許 単位

科目
左記の各科目に

含めることが必要な事項

教職に意
義に関す
る科目

教職の意義及び教員の役割

教師論 ２
教員の職務内容（研修、服
務及び身分保障を含む。）

進路選択に資する各種の
機会の提供等

教育の基
礎理論に
関する科
目

教育の理念並びに教育に
関する歴史及び思想

教育史 ２
教育原理 ２

幼児、児童及び生徒の心身の発
達及び学習の過程（障害のある
幼児、児童及び生徒の心身の発
達及び学習の過程を含む。）

教育心理学 ２

教育に関する社会的、制
度的又は経営的事項

教育行政学 ２

教育課程
及び指導
法に関す
る科目

教育課程の意義及び編成
の方法

教育課程論 １

各教科の指導法

英語科教育法Ⅰ－１ ２
英語科教育法Ⅰ－２ ２
英語科教育法Ⅱ－１ ２
英語科教育法Ⅱ－２ ２
ドイツ語科教育法Ⅰ ４
ドイツ語科教育法Ⅱ ４
フランス語科教育法Ⅰ ４
フランス語科教育法Ⅱ ４
イタリア語科教育法Ⅰ ４
イタリア語科教育法Ⅱ ４
スペイン語科教育法Ⅰ ４
スペイン語科教育法Ⅱ ４
ポルトガル語科教育法Ⅰ ４
ポルトガル語科教育法Ⅱ ４
ロシア語科教育法Ⅰ ４
ロシア科教育法Ⅱ ４
中国語科教育法Ⅰ ４
中国語科教育法Ⅱ ４
モンゴル語科教育法Ⅰ ４
モンゴル語科教育法Ⅱ ４
インドネシア語科教育法Ⅰ ４
インドネシア語科教育法Ⅱ ４
ラオス語科教育法Ⅰ ４
ラオス語科教育法Ⅱ ４
ビルマ語科教育法Ⅰ ４
ビルマ語科教育法Ⅱ ４
ペルシア語科教育法Ⅰ ４
ペルシア語科教育法Ⅱ ４
社会科教育法Ⅰ ４
社会科教育法Ⅱ ４
地理歴史科教育法 ４



別表９（第６条関係）
教科又は教職に関する科目

教育職員免許法施行規則に
定める科目区分

左記に対応する開設授業科目 単位

教科又は教職に関す
る科目

人間科学研究Ａ 2
人間科学研究Ｂ 2
こころの科学Ａ 2
こころの科学Ｂ 2
国際教育論Ａ 2
国際教育論Ｂ 2
教育社会学Ａ 2
教育社会学Ｂ 2
人間と環境Ａ 2
道徳教育指導論 2

※道徳教育指導論は、高等学校教諭一種免許状を取得する学生が履修した場合

別表10（第７条関係）
導入科目

授業科目 単位

地域社会研究コース

地域社会研究入門ⅠＡ 2
地域社会研究入門ⅠＢ 2
地域社会研究入門ⅡＡ 2
地域社会研究入門ⅡＢ 2

現 代 世 界 論 コ ー ス

現代世界論入門ⅠＡ 2
現代世界論入門ⅠＢ 2
現代世界論入門ⅡＡ 2
現代世界論入門ⅡＢ 2
現代世界論入門ⅢＡ 2
現代世界論入門ⅢＢ 2

国 際 関 係 コ ー ス

政治学入門Ａ 2
政治学入門Ｂ 2
法学入門Ａ 2
法学入門Ｂ 2
経済学入門Ａ 2
経済学入門Ｂ 2
経営学入門Ａ 2
経営学入門Ｂ 2
国際関係論入門Ａ 2
国際関係論入門Ｂ 2

別表11（第８条関係）
概論科目

授業科目 単位

地域社会研究コース

地域社会研究概論ⅠＡ 2
地域社会研究概論ⅠＢ 2
地域社会研究概論ⅡＡ 2
地域社会研究概論ⅡＢ 2

現 代 世 界 論 コ ー ス

現代世界論概論ⅠＡ 2
現代世界論概論ⅠＢ 2
現代世界論概論ⅡＡ 2
現代世界論概論ⅡＢ 2

国 際 関 係 コ ー ス

国際政治概論Ａ 2
国際政治概論Ｂ 2
国際法概論Ａ 2
国際法概論Ｂ 2
国際経済概論Ａ 2
国際経済概論Ｂ 2
国際協力概論Ａ 2
国際協力概論Ｂ 2
国際関係論概論Ａ 2
国際関係論概論Ｂ 2
経営学概論Ａ 2
経営学概論Ｂ 2

教育職員免許法施行規則に定める
科目区分 左記に対応する

開設授業科目免許 単位

科目
左記の各科目に

含めることが必要な事項

教育課程
及び指導
法に関す
る科目

道徳の指導法 道徳教育指導論 ２
特別活動の指導法 特別活動論 ２

教育の方法及び技術（情報機器
及び教材の活用方法を含む。）

教育方法・技術論 ２

生徒指導、教
育相談及び進
路指導等に関
する科目

生徒指導の理論及び方法 生徒指導論 ２

教育相談（カウンセリングに関する基
礎的な知識を含む。）の理論及び方法

教育相談（カウンセリ
ングを含む。）

２

進路指導の理論及び方法 進路指導論 ２

教育実習
事前・事後指導 １
教育実習（中学校） ４
教育実習（高等学校） ２

教職実践演習 ２

備考１　「教育課程の意義及び編成の方法」は、「教育の基礎理論に関する科目」
に含む。

備考２　「各教科の指導法」に関する科目は、東京外国語大学において授与資格
を得させることができる教員の免許状の種類等に関する規程（昭和53年４月１
日制定）第２条の表に掲げる免許教科とする。



別表12（第８条関係）
選択科目

 授業科目 単位

地域社会研究コース

ヨーロッパ地域研究Ａ 2
ヨーロッパ地域研究Ａ１ 2
ヨーロッパ地域研究Ａ２ 2
ヨーロッパ地域研究Ａ３ 2
ヨーロッパ地域研究Ａ４ 2
ヨーロッパ地域研究Ａ５ 2
ヨーロッパ地域研究Ａ６ 2
ヨーロッパ地域研究Ｂ 2
ヨーロッパ地域研究Ｂ１ 2
ヨーロッパ地域研究Ｂ２ 2
ヨーロッパ地域研究Ｂ３ 2
ヨーロッパ地域研究Ｂ４ 2
ヨーロッパ地域研究Ｂ５ 2
ヨーロッパ地域研究Ｂ６ 2
ヨーロッパ地域研究Ａ１（専門演習） 2
ヨーロッパ地域研究Ａ２（専門演習） 2
ヨーロッパ地域研究Ａ３（専門演習） 2
ヨーロッパ地域研究Ａ４（専門演習） 2
ヨーロッパ地域研究Ａ５（専門演習） 2
ヨーロッパ地域研究Ａ６（専門演習） 2
ヨーロッパ地域研究Ｂ１（専門演習） 2
ヨーロッパ地域研究Ｂ２（専門演習） 2
ヨーロッパ地域研究Ｂ３（専門演習） 2
ヨーロッパ地域研究Ｂ４（専門演習） 2
ヨーロッパ地域研究Ｂ５（専門演習） 2
ヨーロッパ地域研究Ｂ６（専門演習） 2
アメリカ地域研究Ａ 2
アメリカ地域研究Ａ１ 2
アメリカ地域研究Ａ２ 2
アメリカ地域研究Ａ３ 2
アメリカ地域研究Ａ４ 2
アメリカ地域研究Ｂ 2
アメリカ地域研究Ｂ１ 2
アメリカ地域研究Ｂ２ 2
アメリカ地域研究Ｂ３ 2
アメリカ地域研究Ｂ４ 2
アメリカ地域研究Ａ１（専門演習） 2
アメリカ地域研究Ａ２（専門演習） 2
アメリカ地域研究Ａ３（専門演習） 2
アメリカ地域研究Ａ４（専門演習） 2
アメリカ地域研究Ｂ１（専門演習） 2
アメリカ地域研究Ｂ２（専門演習） 2
アメリカ地域研究Ｂ３（専門演習） 2
アメリカ地域研究Ｂ４（専門演習） 2
ユーラシア地域研究Ａ 2
ユーラシア地域研究Ａ１ 2
ユーラシア地域研究Ａ２ 2
ユーラシア地域研究Ａ３ 2

 授業科目 単位

地域社会研究コース

ユーラシア地域研究Ａ４ 2
ユーラシア地域研究Ｂ 2
ユーラシア地域研究Ｂ１ 2
ユーラシア地域研究Ｂ２ 2
ユーラシア地域研究Ｂ３ 2
ユーラシア地域研究Ｂ４ 2
ユーラシア地域研究Ａ１（専門演習） 2
ユーラシア地域研究Ａ２（専門演習） 2
ユーラシア地域研究Ａ３（専門演習） 2
ユーラシア地域研究Ａ４（専門演習） 2
ユーラシア地域研究Ｂ１（専門演習） 2
ユーラシア地域研究Ｂ２（専門演習） 2
ユーラシア地域研究Ｂ３（専門演習） 2
ユーラシア地域研究Ｂ４（専門演習） 2
日本地域研究Ａ 2
日本地域研究Ａ１ 2
日本地域研究Ａ２ 2
日本地域研究Ａ３ 2
日本地域研究Ｂ 2
日本地域研究Ｂ１ 2
日本地域研究Ｂ２ 2
日本地域研究Ｂ３ 2
日本地域研究Ａ１（専門演習） 2
日本地域研究Ａ２（専門演習） 2
日本地域研究Ａ３（専門演習） 2
日本地域研究Ｂ１（専門演習） 2
日本地域研究Ｂ２（専門演習） 2
日本地域研究Ｂ３（専門演習） 2
東アジア地域研究Ａ 2
東アジア地域研究Ａ１ 2
東アジア地域研究Ａ２ 2
東アジア地域研究Ａ３ 2
東アジア地域研究Ｂ 2
東アジア地域研究Ｂ１ 2
東アジア地域研究Ｂ２ 2
東アジア地域研究Ｂ３ 2
東アジア地域研究Ａ１（専門演習） 2
東アジア地域研究Ａ２（専門演習） 2
東アジア地域研究Ａ３（専門演習） 2
東アジア地域研究Ｂ１（専門演習） 2
東アジア地域研究Ｂ２（専門演習） 2
東アジア地域研究Ｂ３（専門演習） 2
東南アジア地域研究Ａ 2
東南アジア地域研究Ａ１ 2
東南アジア地域研究Ａ２ 2
東南アジア地域研究Ａ３ 2
東南アジア地域研究Ａ４ 2
東南アジア地域研究Ａ５ 2
東南アジア地域研究Ｂ 2
東南アジア地域研究Ｂ１ 2



 授業科目 単位

地域社会研究コース

東南アジア地域研究Ｂ２ 2
東南アジア地域研究Ｂ３ 2
東南アジア地域研究Ｂ４ 2
東南アジア地域研究Ｂ５ 2
東南アジア地域研究Ａ１（専門演習） 2
東南アジア地域研究Ａ２（専門演習） 2
東南アジア地域研究Ａ３（専門演習） 2
東南アジア地域研究Ａ４（専門演習） 2
東南アジア地域研究Ａ５（専門演習） 2
東南アジア地域研究Ｂ１（専門演習） 2
東南アジア地域研究Ｂ２（専門演習） 2
東南アジア地域研究Ｂ３（専門演習） 2
東南アジア地域研究Ｂ４（専門演習） 2
東南アジア地域研究Ｂ５（専門演習） 2
オセアニア地域研究Ａ 2
オセアニア地域研究Ｂ 2
オセアニア地域研究Ａ１（専門演習） 2
オセアニア地域研究Ｂ１（専門演習） 2
中東地域研究Ａ 2
中東地域研究Ａ１ 2
中東地域研究Ａ２ 2
中東地域研究Ｂ 2
中東地域研究Ｂ１ 2
中東地域研究Ｂ２ 2
中東地域研究Ａ１（専門演習） 2
中東地域研究Ａ２（専門演習） 2
中東地域研究Ｂ１（専門演習） 2
中東地域研究Ｂ２（専門演習） 2
南アジア地域研究Ａ 2
南アジア地域研究Ａ１ 2
南アジア地域研究Ａ２ 2
南アジア地域研究Ｂ 2
南アジア地域研究Ｂ１ 2
南アジア地域研究Ｂ２ 2
南アジア地域研究Ａ１（専門演習） 2
南アジア地域研究Ａ２（専門演習） 2
南アジア地域研究Ｂ１（専門演習） 2
南アジア地域研究Ｂ２（専門演習） 2
アフリカ地域研究Ａ 2
アフリカ地域研究Ｂ 2
アフリカ地域研究Ａ１（専門演習） 2
アフリカ地域研究Ｂ１（専門演習） 2
トランス・リージョナルＡ 2
トランス・リージョナルＢ 2
トランス・リージョナルＡ１（専門演習） 2
トランス・リージョナルＢ１（専門演習） 2
人文地理学Ａ 2
自然地理学Ｂ 2
地誌学Ａ 2

現 代 世 界 論 コ ー ス 現代世界史論Ａ 2

 授業科目 単位

現 代 世 界 論 コ ー ス

現代世界史論Ｂ 2
現代世界史論Ａ１（専門演習） 2
現代世界史論Ｂ１（専門演習） 2
新時代知性論Ａ 2
新時代知性論Ｂ 2
新時代知性論Ａ１（専門演習） 2
新時代知性論Ｂ１（専門演習） 2
社会人類学Ａ 2
社会人類学Ｂ 2
社会人類学Ａ１（専門演習） 2
社会人類学Ｂ１（専門演習） 2
ジェンダー論Ａ 2
ジェンダー論Ｂ 2
ジェンダー論Ａ１（専門演習） 2
ジェンダー論Ｂ１（専門演習） 2
教育社会学Ａ 2
教育社会学Ｂ 2
教育社会学Ａ１（専門演習） 2
教育社会学Ｂ１（専門演習） 2
社会学Ａ 2
社会学Ｂ 2
社会学Ａ１ 2
社会学Ｂ１ 2
社会学Ａ１（専門演習） 2
社会学Ｂ１（専門演習） 2
哲学・社会思想Ａ 2
哲学・社会思想Ｂ 2
哲学・社会思想Ａ１（専門演習） 2
哲学・社会思想Ｂ１（専門演習） 2
政治理論Ａ 2
政治理論Ｂ 2
政治理論Ａ１（専門演習） 2
政治理論Ｂ１（専門演習） 2
グローバル・スタディーズＡ 2
グローバル・スタディーズＢ 2
グローバル・スタディーズＡ１（専門演習） 2
グローバル・スタディーズＡ２（専門演習） 2
グローバル・スタディーズＢ１（専門演習） 2
グローバル・スタディーズＢ２（専門演習） 2
現代日本史論Ａ 2
現代日本史論Ｂ 2
現代日本史論Ａ（専門演習） 2
現代日本史論Ｂ（専門演習） 2
エスノポリティクスＡ 2
エスノポリティクスＢ 2
エスノポリティクスＡ（専門演習） 2
エスノポリティクスＢ（専門演習） 2

国 際 関 係 コ ー ス
国際政治論Ａ 2
国際政治論Ｂ 2
国際政治論Ａ１（専門演習） 2



 授業科目 単位

国 際 関 係 コ ー ス

国際政治論Ｂ１（専門演習） 2
国際関係論Ａ 2
国際関係論Ｂ 2
国際関係論Ａ１（専門演習） 2
国際関係論Ｂ１（専門演習） 2
国際地域論Ａ 2
国際地域論Ｂ 2
国際地域論Ａ１（専門演習） 2
国際地域論Ｂ１（専門演習） 2
国際協力論Ａ 2
国際協力論Ｂ 2
国際協力論Ａ（専門演習） 2
国際協力論Ｂ（専門演習） 2
比較政治論Ａ 2
比較政治論Ｂ 2
比較政治論Ａ１（専門演習） 2
比較政治論Ｂ１（専門演習） 2
国際法Ａ 2
国際法Ｂ 2
国際法Ａ１（専門演習） 2
国際法Ｂ１（専門演習） 2
国際機構論Ａ 2
国際機構論Ｂ 2
国際機構論Ａ１（専門演習） 2
国際機構論Ｂ１（専門演習） 2
法学Ａ 2
法学Ｂ 2
法学Ａ１（専門演習） 2
法学Ｂ１（専門演習） 2
経済学Ａ１ 2
経済学Ａ２ 2
経済学Ａ３ 2
経済学Ｂ１ 2
経済学Ｂ２ 2
経済学Ａ１（専門演習） 2
経済学Ａ２（専門演習） 2
経済学Ｂ１（専門演習） 2
経済学Ｂ２（専門演習） 2
経済協力論Ａ 2
経済協力論Ｂ 2
経済協力論Ａ１（専門演習） 2
経済協力論Ｂ１（専門演習） 2
国際教育論Ａ 2
国際教育論Ｂ 2
国際教育論Ａ１（専門演習） 2
国際教育論Ｂ１（専門演習） 2
平和・紛争論Ａ 2
平和・紛争論Ｂ 2
平和・紛争論Ａ１（専門演習） 2
平和・紛争論Ｂ１（専門演習） 2

 授業科目 単位

国 際 関 係 コ ー ス

政治学Ａ 2
政治学Ｂ 2
経営学Ａ 2
経営学Ｂ 2
国際事情Ａ 2
国際事情Ｂ 2
国際事情ⅠＡ（専門演習） 2
国際事情ⅠＢ（専門演習） 2
国際事情ⅡＡ（専門演習） 2
国際事情ⅡＢ（専門演習） 2
国際経済学Ａ 2
国際経済学Ｂ 2
国際経済学Ａ（専門演習） 2
国際経済学Ｂ（専門演習） 2

全 コ ー ス
卒業論文演習Ａ 2
卒業論文演習Ｂ 2



東京外国語大学国際社会学部に開

設する授業科目の履修方法、卒業所

要単位数等に関する規程

平成 年 月 日

制定

（改正年月日：省略）

（趣旨）

第１条 この規程は、国立大学法人東京外国語大学学則（昭和５２年

４月１日制定。以下 「学則」という。）第２９条、第３５条第４項及び第

４４条第２項に基づき、東京外国語大学国際社会学部に開設する授

業科目及び単位数に関する規程（平成２４年規則第１３号）に規定す

る授業科目の履修方法、卒業所要単位数等について必要な事項を

定める ものとする。

（卒業所要単位数及び履修年次等）

第２条 学則第４４条第１項に定める卒業所要単位数１２５単位は、次

に掲げる授業科目の区分により修得しなければならない。

言語科目 ３６単位

地域科目 ６単位

教養科目 ２０単位

専修科目 ４６単位（卒業論文、卒業研究８単位を含む。）

関連科目 １７単位

２ 前項各号に定める区分の授業科目の履修年次及び最低修得単

位数は、別表１－１及び 別表１－２のとおりとする。

３ 単位の計算方法は、学則第３０条に定めるところによる。

（履修方法等）

第３条 言語科目の履修方法は、次に掲げるところによる。ただし、第１

年次又は第２年次の地域言語に相当する言語の既習得者について

は、第１年次又は第２年次地域言語科 目の一部又は全部の履修

を免除することがある。この場合、免除相当単位数を別に定める科

目で修得しなければならない。なお、履修できる地域言語Ａは、入学

時に専攻した言語の名称を付した類の授業科目に限るものとする。

地域言語ＡⅠ

１０単位必修するものとする。ただし、日本地域の留学生は、１４単

位必修するものとする。

地域言語ＡⅡ

① 北西ヨーロッパ、北アメリカ、オセアニア、中央アジア（ロシア語）、

アフリカ、日本を除く地域

第２年次以降に１０単位必修するものとする。

② 北西ヨーロッパ、北アメリカ地域

第２年次以降に８単位必修するものとする。

③ 中央アジア（ロシア語）地域

第２年次以降に４単位必修するものとする。

④ 日本地域（日本人学生）

第２年次以降に８単位必修するものとする。

⑤ 日本地域（外国人留学生）

第３年次以降に１０単位必修するものとする。

地域言語ＡⅢ

北西ヨーロッパ、北アメリカ地域に所属する学生は、原則として第３

年次以降に１０単位必修するものとする。

地域言語Ａ（ウズベク語）

中央アジア（ロシア語）地域に所属する者は、第２年次以降に１２

単位必修するものとする。

地域言語Ｃ

オセアニア地域に所属する者は、アジア諸語（指定する１言語）を

８単位必修するものとする。ただし、教養外国語で指定する１言語

を８単位修得した場合は、この限りでない。

ＧＬＩＰ英語科目及び教養外国語

① 北西ヨーロッパ、北アメリカ、オセアニア、中央アジア（ロシア語）、

アフリカ、日本を除く地域

ＧＬＩＰ英語科目又は教養外国語（母語を除く。）を１６単位必

修するものとする。ただし、そのうち１０単位は、最低修得単位

数を超えて修得した地域言語Ａ（○○語Ⅲ）、地域言語Ｃの

単位をもって充てることができる。

② 北西ヨーロッパ、北アメリカ地域

教養外国語（母語を除く。）を８単位必修するものとする。ただ

し、そのうち２単位は、最低修得単位数を超えて修得した地

域言語Ａ（英語Ⅲ）、地域言語Ｃ 及びＧＬＩＰ英語科目（英

語Ａを除く。）の単位をもって充てることができる。

③ オセアニア地域

ＧＬＩＰ英語科目又は教養外国語（母語を除く。）を１６単位

（ＧＬＩＰ英語４ 単位を含む。）必修するものとする。ただし、

第３条第５号の地域言語Ｃを修得しない場合は、２４単位（Ｇ

ＬＩＰ英語４単位、教養外国語で指定する１言語８単位 を含

む。）必修するものとする。なお、必修の１６単位、２４単位の

中には 地域 言語Ｃ（指定する１言語以外の科目）の単位

をもって充てることができる。

④ 中央アジア（ロシア語）地域

ＧＬＩＰ英語科目又は教養外国語（母語を除く。）を１０単位必

修するものとする。ただし、最低修得単位数を超えて修得し

た地域言語Ａ（ロシア語Ⅱ、ロシア語Ⅲ）、地域言語Ａ（ウズベ

ク語）及び地域言語Ｃの単位をもって充てることができる。

⑤ アフリカ地域

ＧＬＩＰ英語科目又は教養外国語（教養外国語で指定する１

言語８単位を含む。母語を除く。）を２２単位必修するものと

する。ただし、そのうち１４単位は教養外国語 （指定する１

言語の科目以外の科目）及び地域言語Ｃの単位をもって充

てることができる。

⑥ 日本地域（日本人学生）

ＧＬＩＰ英語科目又は教養外国語（母語を除く。）を１８単位必

修するものとする。ただし、そのうち１２単位は、地域言語Ｃの

単位をもって充てることができる。

⑦ 日本地域（外国人留学生）

ＧＬＩＰ英語科目又は教養外国語（母語を除く。）を１２単位必

修するものとする。ただし、そのうち６単位は、地域言語Ｃの単

位をもって充てることができる。

ポーランド語、チェコ語、モンゴル語、インドネシア語、マレーシア

語、フィリピン語、タイ語、ラオス語、ベトナム語、カンボジア語、

ビルマ語、ウルドゥー語、ヒ ンディー語、ベンガル語、ペルシア

語またはトルコ語を地域言語Ａとして指定されている者は、第１

号から第３号までの規定にかかわらず、地域言語ＡⅠ、地域言

語ＡⅡおよび地域言語ＡⅢのうちから２０単位を選択必修し、ア

フリカ地域で英語を地域言語Ａとして指定されている者は、第１

号から第２号の規定にかかわらず、地域言語ＡⅠ、地域言語Ａ

Ⅱのうちから１４単位を選択必修し、オセアニア地域で英語を地

域言語Ａとして指定されている者は、第１号から第２号の規定に

かかわらず、地域言語ＡⅠ、地域言語ＡⅡのうちから１２単位を

選択必修するものとする。

２ 地域科目の履修方法は、次に掲げるところによる。

地域基礎

６単位必修するものとする。

３ 教養科目の履修方法は、次に掲げるところによる。

基礎リテラシー

原則として第１年次春学期に１単位を必修するものとする。

基礎演習

原則として第１年次秋学期に２単位を必修するものとする。

世界教養科目

● 東京外国語大学国際社会学部に開設する授業科目の履修方法、卒業所要単位数等に関する規程



東京外国語大学国際社会学部に開

設する授業科目の履修方法、卒業所

要単位数等に関する規程

平成 年 月 日

制定

（改正年月日：省略）

（趣旨）

第１条 この規程は、国立大学法人東京外国語大学学則（昭和５２年

４月１日制定。以下 「学則」という。）第２９条、第３５条第４項及び第

４４条第２項に基づき、東京外国語大学国際社会学部に開設する授

業科目及び単位数に関する規程（平成２４年規則第１３号）に規定す

る授業科目の履修方法、卒業所要単位数等について必要な事項を

定める ものとする。

（卒業所要単位数及び履修年次等）

第２条 学則第４４条第１項に定める卒業所要単位数１２５単位は、次

に掲げる授業科目の区分により修得しなければならない。

言語科目 ３６単位

地域科目 ６単位

教養科目 ２０単位

専修科目 ４６単位（卒業論文、卒業研究８単位を含む。）

関連科目 １７単位

２ 前項各号に定める区分の授業科目の履修年次及び最低修得単

位数は、別表１－１及び 別表１－２のとおりとする。

３ 単位の計算方法は、学則第３０条に定めるところによる。

（履修方法等）

第３条 言語科目の履修方法は、次に掲げるところによる。ただし、第１

年次又は第２年次の地域言語に相当する言語の既習得者について

は、第１年次又は第２年次地域言語科 目の一部又は全部の履修

を免除することがある。この場合、免除相当単位数を別に定める科

目で修得しなければならない。なお、履修できる地域言語Ａは、入学

時に専攻した言語の名称を付した類の授業科目に限るものとする。

地域言語ＡⅠ

１０単位必修するものとする。ただし、日本地域の留学生は、１４単

位必修するものとする。

地域言語ＡⅡ

① 北西ヨーロッパ、北アメリカ、オセアニア、中央アジア（ロシア語）、

アフリカ、日本を除く地域

第２年次以降に１０単位必修するものとする。

② 北西ヨーロッパ、北アメリカ地域

第２年次以降に８単位必修するものとする。

③ 中央アジア（ロシア語）地域

第２年次以降に４単位必修するものとする。

④ 日本地域（日本人学生）

第２年次以降に８単位必修するものとする。

⑤ 日本地域（外国人留学生）

第３年次以降に１０単位必修するものとする。

地域言語ＡⅢ

北西ヨーロッパ、北アメリカ地域に所属する学生は、原則として第３

年次以降に１０単位必修するものとする。

地域言語Ａ（ウズベク語）

中央アジア（ロシア語）地域に所属する者は、第２年次以降に１２

単位必修するものとする。

地域言語Ｃ

オセアニア地域に所属する者は、アジア諸語（指定する１言語）を

８単位必修するものとする。ただし、教養外国語で指定する１言語

を８単位修得した場合は、この限りでない。

ＧＬＩＰ英語科目及び教養外国語

① 北西ヨーロッパ、北アメリカ、オセアニア、中央アジア（ロシア語）、

アフリカ、日本を除く地域

ＧＬＩＰ英語科目又は教養外国語（母語を除く。）を１６単位必

修するものとする。ただし、そのうち１０単位は、最低修得単位

数を超えて修得した地域言語Ａ（○○語Ⅲ）、地域言語Ｃの

単位をもって充てることができる。

② 北西ヨーロッパ、北アメリカ地域

教養外国語（母語を除く。）を８単位必修するものとする。ただ

し、そのうち２単位は、最低修得単位数を超えて修得した地

域言語Ａ（英語Ⅲ）、地域言語Ｃ 及びＧＬＩＰ英語科目（英

語Ａを除く。）の単位をもって充てることができる。

③ オセアニア地域

ＧＬＩＰ英語科目又は教養外国語（母語を除く。）を１６単位

（ＧＬＩＰ英語４ 単位を含む。）必修するものとする。ただし、

第３条第５号の地域言語Ｃを修得しない場合は、２４単位（Ｇ

ＬＩＰ英語４単位、教養外国語で指定する１言語８単位 を含

む。）必修するものとする。なお、必修の１６単位、２４単位の

中には 地域 言語Ｃ（指定する１言語以外の科目）の単位

をもって充てることができる。

④ 中央アジア（ロシア語）地域

ＧＬＩＰ英語科目又は教養外国語（母語を除く。）を１０単位必

修するものとする。ただし、最低修得単位数を超えて修得し

た地域言語Ａ（ロシア語Ⅱ、ロシア語Ⅲ）、地域言語Ａ（ウズベ

ク語）及び地域言語Ｃの単位をもって充てることができる。

⑤ アフリカ地域

ＧＬＩＰ英語科目又は教養外国語（教養外国語で指定する１

言語８単位を含む。母語を除く。）を２２単位必修するものと

する。ただし、そのうち１４単位は教養外国語 （指定する１

言語の科目以外の科目）及び地域言語Ｃの単位をもって充

てることができる。

⑥ 日本地域（日本人学生）

ＧＬＩＰ英語科目又は教養外国語（母語を除く。）を１８単位必

修するものとする。ただし、そのうち１２単位は、地域言語Ｃの

単位をもって充てることができる。

⑦ 日本地域（外国人留学生）

ＧＬＩＰ英語科目又は教養外国語（母語を除く。）を１２単位必

修するものとする。ただし、そのうち６単位は、地域言語Ｃの単

位をもって充てることができる。

ポーランド語、チェコ語、モンゴル語、インドネシア語、マレーシア

語、フィリピン語、タイ語、ラオス語、ベトナム語、カンボジア語、

ビルマ語、ウルドゥー語、ヒ ンディー語、ベンガル語、ペルシア

語またはトルコ語を地域言語Ａとして指定されている者は、第１

号から第３号までの規定にかかわらず、地域言語ＡⅠ、地域言

語ＡⅡおよび地域言語ＡⅢのうちから２０単位を選択必修し、ア

フリカ地域で英語を地域言語Ａとして指定されている者は、第１

号から第２号の規定にかかわらず、地域言語ＡⅠ、地域言語Ａ

Ⅱのうちから１４単位を選択必修し、オセアニア地域で英語を地

域言語Ａとして指定されている者は、第１号から第２号の規定に

かかわらず、地域言語ＡⅠ、地域言語ＡⅡのうちから１２単位を

選択必修するものとする。

２ 地域科目の履修方法は、次に掲げるところによる。

地域基礎

６単位必修するものとする。

３ 教養科目の履修方法は、次に掲げるところによる。

基礎リテラシー

原則として第１年次春学期に１単位を必修するものとする。

基礎演習

原則として第１年次秋学期に２単位を必修するものとする。

世界教養科目

世界教養科目に関する科目区分及び科目名と必修単位数は以

下のとおりとする。

授業科目区分 必修単

位数

選択必修単位

数

ア 現代を生きる ４ １６

ただし、アから４単

位、イから６単

位、

ウから２単位を必

ず

含めること。

地球社会と生

きる

人生を拓く

イ 知と文化に挑

む

６

ウ 世界から日本

を見る

２

エ 短期海外留学 －

スポーツ・身体文化科目

１単位を必修するものとする。

４ 専修科目の履修方法は、次に掲げるところによる。

導入科目

選択した履修コースに係る科目２単位を含む８単位必修するもの

とする。

概論科目

第２年次春学期以降に、選択した履修コースに係る科目２単位を

含む４単位必修するものとする。

選択科目

① 講義・専門演習

第２年次秋学期以降に選択した履修コースに係る科目を１８単

位必修するものとする。ただし、他コースの科目を８単位含むことが

できる。

② 専門演習（本ゼミ）

第３年次以降に、選択した履修コースにおいて指導教員の指

導のもとで４単位必修するものとする。ただし、特別な事情により

指導教員の専門演習が開講されない 場合、指導教員が指

定する他の専門演習（他コースのものを含む）を履修するもの

とする。

③ 卒業論文演習

第４年次に選択した履修コースにおいて指導教員の指導のもと

で４単位必修するものとする。

５ 関連科目の履修方法は、次に掲げるものとし、第１号から第５号の

修得単位のうち、 卒業所要単位を超えて修得した単位１７単位を

もって充てるものとする。なお、第６号から第７号により修得した単位も

関連科目に含むことができる。

再履修可能科目でない言語科目

教養科目のうち、世界教養科目

教養科目のうち、スポーツ身体文化科目（ただし１単位のみ）

地域科目

専修科目（卒業論文・卒業研究及び卒業論文演習を除く。）

言語文化学部の専修科目（卒業論文・卒業研究及び卒業

論文演習を除く）

他大学（派遣留学先の大学を含む）等において修得した科目

６ 卒業論文・卒業研究の履修方法は、次に掲げるところによる。

第４年次に８単位必修するものとする。

７ 教育職員免許状の授与を受ける場合に必要な科目は、教育職員

免許法施行規則（昭和 ２９年文部省令第２６号）第６６条の６に規

定する科目の単位を含め、別表２から別表 ４に掲げるところにより、

それぞれ必要単位数を修得するものとする。

８ 履修登録は、年間５０単位を上限とする。ただし、第３年次編入学

生及び教職課程を 履修する学生については、この限りではない。

（履修要件）

第４条 言語科目の地域言語Ａのうち、英語（アフリカ、オセアニア地域

を除く）、ドイ ツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、

ロシア語、中国語、朝鮮 語、アラビア語及び日本語においては、第

１年次に１０単位修得していない場合、第２年次の言語科目（地域

言語Ａ）を履修することができない。

（進級）

第５条 第２年次末までに地域言語Ａ１５単位（中央アジア（ロシア語）

については地域言語Ａ（ウズベク語）を含む。アフリカ地域については

教養外国語で指定する１言語を 含む。北西ヨーロッパ、北アメリカ

及び日本地域（日本人学生）については１４単位。 オセアニア地域

については教養外国語で指定する１言語又は地域言語Ｃで指定す

る１言 語を含む。日本地域（外国人留学生）については１８単位）、

地域基礎６単位、基礎リテラシー１単位、基礎演習２単位、世界教

養科目８単位及び導入科目８単位（所属コースの２単位を含む。）を

修得した者は、国際社会学部教授会の議を経て第３年次進級を

決定する。

（履修コースの選択及び決定）

第６条 履修コースは、第２年次において専修科目に置く３コース（地

域社会研究コース、現代世界論コース及び国際関係コース）から一

つを選択するものとする。

２選択した履修コースの登録は、第２年次に行い、専門演習（本ゼミ）

の履修は第３年次に行うものとする。

３ 国際社会学部長が教育上有益と認めるときは、決定した履修コー

スを変更することができる。

（雑則）

第７条 この規程に定めるもののほか、各授業の履修方法等に関し必

要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。

２ 改正後の規定にかかわらず、平成２８年３月３１日に在学する学生

に係る授業科目の履修方法、卒業所要単位数等については、なお従

前の例による。

別表１－１（第２条関係）

履修年次及び最低修得単位数（中央アジア（ロシア語）及びアフリカ、

オセアニアを除く地域）

授業

科目

区分

授業科目 標準履修年次

言語（地域）区分

Ａ（英語

及び日

本以外）

Ａ（英

語）

Ａ（Ｊ１） Ａ（Ｊ２）

地域言語ＡⅠ 第１年次春学期・

秋学期

１０単位 １０単位 １０単位 １４単位

地域言語ＡⅡ 第２年次春学期・

秋学期

１０単位 ８単位 ８単位 １０単位



言語

科目 地域言語ＡⅢ 第３年次春学期

～第４年次秋学

期

※２

１０単位 ― ―

地域言語Ｃ

第１年次春学期

～第４年次秋学

期

※４

※６ ※８

ＧＬＩＰ英語科目 ※１

１６単位

※５

１８単位

※７

１２単位

教養外国語 ※３

８単位

地域

科目

地域基礎 第１年次春学期

～第２年次秋学

期

６単位 ６単位 ６単位 ６単

位

教養

科目

基礎リテラシー 第１年次春学期・

第２年次春学期

１単位 １単位 １単位 １単位

基礎演習 第１年次秋学期・

第２年次秋学期

２単位 ２単位 ２単位 ２単位

世界教養科目 第１年次春学期

～第４年次秋学

期

１６単位 １６単位 １６単位 １６単位

スポーツ・身体

文化科目

第１年次春学期

～第４年次秋学

期

１単位 １単位 １単位 １単位

専修

科目

導入科目 第１年次春学期

～第４年次秋学

期

８単位 ８単位 ８単位 ８単位

概論科目 第２年次秋学期

～第４年次秋学

期

４単位 ４単位 ４単位 ４単位

選択科目 講義・

専門

演習

第３年次

春学期

～第４年

次秋学

期

１８単位 １８単位 １８単位 １８単位

専門

演習

（本ゼ

ミ

第３年次

春学期

～第４年

次秋学

期

４単位 ４単位 ４単位 ４単位

卒業

論文

演習

第４年次

春学期・

秋学期

４単位 ４単位 ４単位 ４単位

卒業論文・

卒業研究

第４年次春学期・秋学

期

８単位 ８単位 ８単位 ８単位

関連

科目

関連科目 第１年次春学期～第４

年次秋学期

１７単位 １７単位 １７単位 １７単位

卒業所要単位 １２５

単位

１２５

単位

１２５

単位

１２５

単位

備考１ 言語（地域）区分のＡ（英語及び日本語以外）欄の言語科目

の中には、地域言語ＡⅠ、地域言語ＡⅡ、地域言語ＡⅢを合わせて

２０単位を卒業所要単位としているものがある。

備考２ 表中※１の欄の単位のうち１０単位は、※２の欄の科目の単位

をもって充てることができる。※３の欄の単位のうち２単位は、※４の欄

の科目の単位をもって充てることができる。※５の欄の単位のうち１２

単位は、※６の欄の科目の単位をもって充てることができる。※７の欄

の単位のうち６単位は、※８の欄の科目の単位をもって充てることが

できる。

備考３ ※９の専門演習（本ゼミ）は、第３年次以降に、選択した履修

コースにおいて指導教員のもとで４単位必修するものとする。ただし、

特別な事情により指導教員の専門演習が開講されない場合、指導

教員が指定する多言語･多文化教育研究センターの専門演習（他

コースのものを含む）を履修するものとする。

別表１－２（第２条関係）

履修年次及び最低修得単位数（中央アジア（ロシア語）及びアフリカ、オセアニア地域）

授業

科目

区分

授業科目 標準履修年次

言語（地域）区分

オセアニア 中央アジア

（ロシア語）

アフリカ

言語

科目

地域言語ＡⅠ 第１年次春学期・秋

学期

１２単位 １０単位 １４単位

地域言語ＡⅡ 第２年次春学期・秋

学期

４単位

地域言語ＡⅢ ― ― ―

地域言語Ａ（ウズ

ベク語）

第２年次春学期～

第４年次秋学期

― １２単位 ―

地域言語ＡⅡ

第１年次春学期～

第４年次秋学期

―

１０単位

※２

―

地域言語ＡⅢ ―

２２単位

※３

地域言語Ｃ ２４単位

※１

教養外国語

ＧＬＩＰ英語科目

地域

科目

地域基礎 第１年次春学期～

第２年次秋学期

６単位 ６単位 ６単位

基礎リテラシー 第１年次春学期・第 １単位 １単位 １単位



言語

科目 地域言語ＡⅢ 第３年次春学期

～第４年次秋学

期

※２

１０単位 ― ―

地域言語Ｃ

第１年次春学期

～第４年次秋学

期

※４

※６ ※８

ＧＬＩＰ英語科目 ※１

１６単位

※５

１８単位

※７

１２単位

教養外国語 ※３

８単位

地域

科目

地域基礎 第１年次春学期

～第２年次秋学

期

６単位 ６単位 ６単位 ６単

位

教養

科目

基礎リテラシー 第１年次春学期・

第２年次春学期

１単位 １単位 １単位 １単位

基礎演習 第１年次秋学期・

第２年次秋学期

２単位 ２単位 ２単位 ２単位

世界教養科目 第１年次春学期

～第４年次秋学

期

１６単位 １６単位 １６単位 １６単位

スポーツ・身体

文化科目

第１年次春学期

～第４年次秋学

期

１単位 １単位 １単位 １単位

専修

科目

導入科目 第１年次春学期

～第４年次秋学

期

８単位 ８単位 ８単位 ８単位

概論科目 第２年次秋学期

～第４年次秋学

期

４単位 ４単位 ４単位 ４単位

選択科目 講義・

専門

演習

第３年次

春学期

～第４年

次秋学

期

１８単位 １８単位 １８単位 １８単位

専門

演習

（本ゼ

ミ

第３年次

春学期

～第４年

次秋学

期

４単位 ４単位 ４単位 ４単位

卒業

論文

演習

第４年次

春学期・

秋学期

４単位 ４単位 ４単位 ４単位

卒業論文・

卒業研究

第４年次春学期・秋学

期

８単位 ８単位 ８単位 ８単位

関連

科目

関連科目 第１年次春学期～第４

年次秋学期

１７単位 １７単位 １７単位 １７単位

卒業所要単位 １２５

単位

１２５

単位

１２５

単位

１２５

単位

備考１ 言語（地域）区分のＡ（英語及び日本語以外）欄の言語科目

の中には、地域言語ＡⅠ、地域言語ＡⅡ、地域言語ＡⅢを合わせて

２０単位を卒業所要単位としているものがある。

備考２ 表中※１の欄の単位のうち１０単位は、※２の欄の科目の単位

をもって充てることができる。※３の欄の単位のうち２単位は、※４の欄

の科目の単位をもって充てることができる。※５の欄の単位のうち１２

単位は、※６の欄の科目の単位をもって充てることができる。※７の欄

の単位のうち６単位は、※８の欄の科目の単位をもって充てることが

できる。

備考３ ※９の専門演習（本ゼミ）は、第３年次以降に、選択した履修

コースにおいて指導教員のもとで４単位必修するものとする。ただし、

特別な事情により指導教員の専門演習が開講されない場合、指導

教員が指定する多言語･多文化教育研究センターの専門演習（他

コースのものを含む）を履修するものとする。

別表１－２（第２条関係）

履修年次及び最低修得単位数（中央アジア（ロシア語）及びアフリカ、オセアニア地域）

授業

科目

区分

授業科目 標準履修年次

言語（地域）区分

オセアニア 中央アジア

（ロシア語）

アフリカ

言語

科目

地域言語ＡⅠ 第１年次春学期・秋

学期

１２単位 １０単位 １４単位

地域言語ＡⅡ 第２年次春学期・秋

学期

４単位

地域言語ＡⅢ ― ― ―

地域言語Ａ（ウズ

ベク語）

第２年次春学期～

第４年次秋学期

― １２単位 ―

地域言語ＡⅡ

第１年次春学期～

第４年次秋学期

―

１０単位

※２

―

地域言語ＡⅢ ―

２２単位

※３

地域言語Ｃ ２４単位

※１

教養外国語

ＧＬＩＰ英語科目

地域

科目

地域基礎 第１年次春学期～

第２年次秋学期

６単位 ６単位 ６単位

基礎リテラシー 第１年次春学期・第 １単位 １単位 １単位

教養

科目

２年次春学期

基礎演習 第１年次秋学期・第

２年次秋学期

２単位 ２単位 ２単位

世界教養科目 第１年次春学期～

第４年次秋学期

１６単位 １６単位 １６単位

スポーツ・身体

文化科目

第１年次春学期～

第４年次秋学期

１単位 １単位 １単位

専修

科目

導入科目 第１年次春学期～

第４年次秋学期

８単位 ８単位 ８単位

概論科目 第２年次秋学期～

第４年次秋学期

４単位 ４単位 ４単位

選択科目 講義・専

門演習

第３年次

春学期

～第４年

次秋学

期

１８単位 １８単位 １８単位

専門演

習本ゼ

ミ※４

第３年次

春学期

～第４年

次秋学

期

４単位 ４単位 ４単位

卒業論

文演習

第４年次

春学期・

秋学期

４単位 ４単位 ４単位

卒業論文・卒業

研究

第４年次春学期・秋

学期

８単位 ８単位 ８単位

関連

科目

関連科目 第１年次春学期～

第４年次秋学期

１７単位 １７単位 １７単位

卒業所要単位 １２５

単位

１２５

単位

１２５

単位

備考１ ※１ ２４単位のうち、ＧＬＩＰ英語科目４単位、地域言語Ｃアジ

ア諸語又は教養外国語で指定する１言語８単位を必修するものとす

る。残りの１２単位は、地域言語Ｃ、教養外国語及びＧＬＩＰ英語科目

の中から修得するものとする。※２ ※２の地域言語ＡⅡの履修年次

は第２年春学期～第４年次秋学期。※３ ２２単位のうち、教養外国

語で指定する１言語、８単位を含むものとする。

備考２ ※ の専門演習（本ゼミ）は、第 年次以降に、選択した履修

コースにおいて指導教員の指導のもとで４単位必修するものとする。

ただし、特別な事情により指導教員の専門演習が開講されない場合、

指導教員が指定する他の専門演習（他コースのものを含む）を履修

するものとする。

別表２（第３条関係）

教科に関する科目

免許教科 教育職員免許法施行規

則に定める科目区分

最低修得単位数

社会 日本史及び外国史 左記の各科目につい

て、それぞれ１単位以上

計２０単位地理学（地誌を含む。）

「法律学、政治学」

「社会学、経済学」

「哲学、倫理学、宗教学」

地理歴史 日本史 左記の各科目につい

て、それぞれ１単位以上

計２０単位外国史

人文地理学及び自然地

理学

地誌

備考 「 」内に表示された教科に関する科目の単位の修得は、当該

教科に関する科目の一以上にわたって行うものとする。

別表３（第３条関係）

教職に関する科目

教育職員免許法施行規則に

定める科目区分

教育職員免許法上の

最低修得単位数

本学における最低修

得単位数

科目 左記の各科目に

含めることが必

要な事項

中学校

教諭一

種免許

状

高等学校

教諭一種

免許状

中学校

教諭一

種免許

状

高等学校

教諭一種

免許状

教職に意

義に関す

る科目

教職の意義及び

教員の役割

２ ２ ２ ２

教員の職務内容

（研修、服務及

び身分保障を含

む。）

進路選択に資す

る各種の機会の

提供等

教育の基

礎理論に

関する科

目

教育の理念並び

に教育に関する

歴史及び思想

２ ２

２ ２

幼児、児童及び



生徒の心身の発

達及び学習の過

程（障害のある

幼児、児童及び

生徒の心身の発

達及び学習の過

程を含む。）

６ ６

２ ２

教育に関する社

会的、制度的又

は経営的事項

２ ２

教育課程

及び指導

法に関す

る科目

教育課程の意義

及び編成の方法

１２

６

１ １

各教科の指導法 ８ ４

道徳の指導法 ２

特別活動の指導

法

２ ２

教育の方法及び

技術（情報機器

及び教材の活用

方法を含む。）

２ ２

生徒指

導、教育

相

談及び進

路指導等

に関する

科目

生徒指導の理論

及び方法

４ ４

２ ２

教育相談（カウン

セリングに関す

る基礎的な知識

を含む。）の理論

及び方法

２ ２

進路指導の理論

及び方法

２ ２

教育実習

事前・事後指導

５ ３

１ １

中学校 ４

高等学校 ２

教職実践演習 ２ ２ ２ ２

合 計 ３１ ２３ ３３ ３１

備考 「各教科の指導法」に関する科目は、東京外国語大学において

授与資格を得させることができる教員の免許状の種類等に関する規程

第２条の表に掲げる免許教科とする。

別表４（第３条関係）

教科又は教職に関する科目

教育職員免許法施行

規則に定める科目区

分

最低修得単

位数

教科又は教職に関す

る科目

８（１６）

備考１ 教育職員免許法第５条第１に規定する「教科又は教職に関す

る科目」の最低修得単位数は、最低修得単位数を超えて修得した「教

科に関する科目」又は「本学における最低修得単位数」を超えて修得

した「教職に関する科目」若しくは本学が加える「教科又は教職に関す

る科目」について、合わせて８単位又は１６単位を修得すること。

備考２ （ ）内の数字は、高等学校教諭一種免許状の授与を受け

る場合の単位数である。



生徒の心身の発

達及び学習の過

程（障害のある

幼児、児童及び

生徒の心身の発

達及び学習の過

程を含む。）

６ ６

２ ２

教育に関する社

会的、制度的又

は経営的事項

２ ２

教育課程

及び指導

法に関す

る科目

教育課程の意義

及び編成の方法

１２

６

１ １

各教科の指導法 ８ ４

道徳の指導法 ２

特別活動の指導

法

２ ２

教育の方法及び

技術（情報機器

及び教材の活用

方法を含む。）

２ ２

生徒指

導、教育

相

談及び進

路指導等

に関する

科目

生徒指導の理論

及び方法

４ ４

２ ２

教育相談（カウン

セリングに関す

る基礎的な知識

を含む。）の理論

及び方法

２ ２

進路指導の理論

及び方法

２ ２

教育実習

事前・事後指導

５ ３

１ １

中学校 ４

高等学校 ２

教職実践演習 ２ ２ ２ ２

合 計 ３１ ２３ ３３ ３１

備考 「各教科の指導法」に関する科目は、東京外国語大学において

授与資格を得させることができる教員の免許状の種類等に関する規程

第２条の表に掲げる免許教科とする。

別表４（第３条関係）

教科又は教職に関する科目

教育職員免許法施行

規則に定める科目区

分

最低修得単

位数

教科又は教職に関す

る科目

８（１６）

備考１ 教育職員免許法第５条第１に規定する「教科又は教職に関す

る科目」の最低修得単位数は、最低修得単位数を超えて修得した「教

科に関する科目」又は「本学における最低修得単位数」を超えて修得

した「教職に関する科目」若しくは本学が加える「教科又は教職に関す

る科目」について、合わせて８単位又は１６単位を修得すること。

備考２ （ ）内の数字は、高等学校教諭一種免許状の授与を受け

る場合の単位数である。



　（目的）
第１条　この規程は、国立大学法人東京外国語大学学則第27条第２

項及び国立大学法人東京　外国語大学大学院学則第36条第２項の
規定に基づき、本学において授与の所要資格を得させることがで
きる教員の免許状の種類及び免許教科について、定めることを目
的とする。

　（言語文化学部、国際社会学部）
第２条　言語文化学部及び国際社会学部において、当該所要資格を

得させることができる教員の免許状の種類及び免許教科は、次の
表に掲げるとおりとする。

学 部 学 科 免 許 状 の 種 類

言語文化
学 部

言語文化
学 科

中学校教諭一種免状（英語） 
高等学校教諭一種免状（英語）
中学校教諭一種免状（ドイツ語）
高等学校教諭一種免状（ドイツ語）
中学校教諭一種免状（フランス語）
高等学校教諭一種免状（フランス語）
中学校教諭一種免状（イタリア語）  
高等学校教諭一種免状（イタリア語）
中学校教諭一種免状（スペイン語）  
高等学校教諭一種免状（スペイン語）
中学校教諭一種免状（ポルトガル語）  
高等学校教諭一種免状（ポルトガル語）
中学校教諭一種免状（ロシア語）
高等学校教諭一種免状（ロシア語）
中学校教諭一種免状（中国語）
高等学校教諭一種免状（中国語）
中学校教諭一種免状（モンゴル語）
高等学校教諭一種免状（モンゴル語）
中学校教諭一種免状（インドネシア語）
高等学校教諭一種免状（インドネシア語）
中学校教諭一種免状（ラオス語）
高等学校教諭一種免状（ラオス語）
中学校教諭一種免状（ビルマ語）
高等学校教諭一種免状（ビルマ語）
中学校教諭一種免状（ペルシア語）
高等学校教諭一種免状（ペルシア語）

国際社会
学 部

国際社会
学 科

中学校教諭一種免状（社会）
高等学校教諭一種免状（地理歴史）

　（大学院）
第３条　大学院において、当該所要資格を得させることができる教

員の免許状の種類及び免許教科は、次の表に掲げるとおりとす
る。

研究科 専攻コース 免 許 状 の 種 類

総 合
国 際 学
研 究 科

世界言語社会専攻
言語文化コース

中学校教諭一種免状（英語） 
高等学校教諭一種免状（英語）

世界言語文化専攻
国際社会コース

中学校教諭一種免状（社会）
高等学校教諭一種免状（地理歴史）

　（中略）

　　　附　則 
１　この規程は、平成28年４月１日から施行する。
２　改正前の規程第３条の規定による総合国際学研究科が課程認定

を受けている免許状については、改正後の規定第３条の規定にか
かわらず、平成28年３月31日に当該研究科に在学する者が当該研
究科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

● 国立大学法人東京外国語大学において授与資格を得させることができる教員の免許状の種類等に関する規程

昭和53年 4月 1日
制定

（改正年月日：省略）



東京外国語大学

国際社会学部履修案内

平成 28 年３月発行

編　　　集　東京外国語大学国際社会学部
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